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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産業

標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序 文 

使用情報は，その対象となっているあらゆるタイプの製品の一部である。製品は，システム，サービ

ス，物品，ソフトウェア，情報又はそれらの組合せのこともある。指導員の教育訓練を受けていない，又

は機能が完全に直感的でない限り，一般の人々は，製品を安全に，効果的かつ効率的に使用するために，

提供される情報に依存する。分かりにくい製品情報及び不適切な説明は，消費者及び熟練者にとってフラ

ストレーションを感じる主な原因である。欠陥のある情報は危害又は損失のリスクをもたらし，供給者若

しくはブランド所有者に対する告発又は賠償請求へと至ることがあり得る。 

使用情報は，三つの情報の種類で構成される。対象者が理解する必要のある概念情報，従う又は考慮す

るとよい指示情報，及び必要なときに参考にするとよい参照情報の三つである。使用情報は，異なる対象

者のニーズを満たすために，選択され，提示され，及び異なる媒体で配布される様々な情報製品を含む

（図 1）。 

 

図 1－使用情報の概念 

製品固有の情報 に関する要求事項（例えば，警告の文言，ラベルの位置）が製品の種類又はクラスご

とに規格で規定されているものもあるが，これらは使用情報のための要求事項の完全な一式を提供しては

いない。この規格は， 複雑で安全が重要なシステム（産業プラントなど）にも，単純な消費財（塗料缶

など）にも，ソフトウェアにも，特殊な試験装置にも適用可能な使用情報を利用者に伝えるための原則及

び一般的な要求事項を示す。初めて製品に接する全ての人（熟練者及び非熟練者）にとって，キットから

組み立てるか，設置するか，操作するか，保守するか，又は廃棄するかにかかわらず，使用情報は必要で

ある。 

製品の使用情報を作成するための原則は，製品分野を横断して適用可能である。なぜなら，全ての対象

読者は人であり，人的ミスを犯しやすいからである。このような対象者が新しい情報を理解するのを助け

るのに最も効果的であるとされているそれぞれの技法は，一般的に似ている。対象者が言語又はイメージ
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を誤解する可能性も同様に似ている。情報の収集及び提供において最も効果的とされるもの（例えば，内

容，表現，グラフィック，テスト，プロセス全体の管理）は，人間工学及びテクニカルコミュニケーショ

ンの分野における経験及び実践から生まれたものである。この規格は，単独で適用することも可能で，使

用情報，例えば手順説明書又はその他の情報製品を対象者に提供する要求事項を含む製品規格の中で参照

することも可能である。 

この規格は，使用情報を作成する人，製品，システム，又はサービスを生産又は購入する組織の管理

者，人間工学に関するコンサルタント，及び製品の監督官庁に向けたものである。 

この規格は，次の側面を取り扱う。 

・ 情報の内容，すなわち，対象者が理解する必要のある概念情報，実施すべき手順，及びある時点で参

照することが必要な参照情報 

・ 単一の納品物（例えば，製品マニュアル）若しくは製品自体又はこん包へのラベリング，添付電子フ

ァイル，シート，ウェブサイト，小冊子，印刷可能ファイル，ビデオ，又は検索可能なデータベース 
のように数種類の情報製品によって提供される情報についてのオプション 

・ 情報の要素を伝達するための言語，文章，図表，記号，音声又は映像の効果的な使用 

・ 内容を確定して成果物を準備するための，プロセス及び適格性 

・ この規格に従った要求事項を満たしているかどうかを査定する手段 
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日本産業規格（案）       JIS 
 Z 82079-1：0000 
 (IEC/IEEE 82079-1：2019) 

製品の使用情報（使用説明）の作成－第 1 部：原則

及び一般要求事項 
 

Preparation of information for use (instructions for use) of products – Part 1: 
Principles and general requirements 

 
 
序文 

この規格は，2019 年に第 2 版として発行された IEC/IEEE 82079-1 を基に，技術的内容及び構成を変更

することなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である 。 

1 適用範囲 

この規格は，製品の使用に関する情報に対する原則及び一般要求事項について規定する。 

使用情報は 

・ 製品の安全な使用にとって必要であり 

・ 効率的かつ効果的な製品の使用に役立ち及び 

・ しばしば，市場，法的及び規制上の義務を果たすために必要である。 

例えば，製品には次のものが含まれる。 

・ 工業製品（例えば，機械類，構成部品，装置，機器） 

・ 消費財（例えば，家庭用品，AV 機器，通信機器，日曜大工製品） 

・ 医療用の機器，装置及びシステム 

・ 複雑なシステム（例えば，工業プラント，精製所，生産現場，データセンター）  

・ 輸送手段（例えば，自動車，トラック，船舶，航空機） 

・ アプリケーションソフトウェア（例えば，オフィスソフトウェア，ウェブアプリケーション） 

・ システムの運用及び自動制御のためのソフトウェア 

・ 技術サービス 

製品の使用情報は，輸送，組立て，設置，コミッショニング，運用，監視，トラブルシューティング，

保守，修理，デコミッショニング及び廃棄のような製品ライフサイクルの各段階，並びに熟練者及び非熟

練者が実施する適切な作業に適用される。 
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注記 1 デコミッショニングとは，単純に解体を示すわけではなく，次の使用，転用又は廃棄のために

入力電源から切り離すなど，すぐには使えない状態にすることである（JIS B 9960-1:2019 の 17.1 
注記 3 を参照）。 

この規格は，将来的に追加される本規格の他の部を結び付ける一般的な枠組みとなる，基本的な側面を

提供している。 

この規格は，電子情報製品又は印刷された情報製品として提供されたかにかかわらず，例えば，次のよ

うな使用情報に適用する。  

・ 教育訓練を受けたサービス技術者向けのウェブダウンロード用 PDF ファイルとして提供される

 機械類のサービス情報 

・ オンラインヘルプとしてソフトウェアと共に電子的に提供されるソフトウェアの使用情報 

・ 機械の表示装置上での運用者のためのトラブルシューティング情報 

・ ウェブサイト上での医療機器の機能説明 

・ 消費者向けに，家具の部品と共にこん包された，印刷されて提供される組立情報 

・ コーヒー自動販売機の保守のための印刷された情報 

・ 機械エンジニアのための，ウェブサイトからダウンロード可能な安全センサの設置計画情報 

・ ウェブ上での教育訓練支援としての製品チュートリアル 

・ 現場教育訓練のための製品の資料 

・ 重量物格納容器のこん包上に印刷された，輸送要員のためのラベル 

この規格は，使用情報の概念化，作成，保守，翻訳，現地語化，内容の統合，制作，提供及び評価，取

得及び供給に責任をもつ関係者，又はこれらに関与する全ての関係者による使用が意図されている。 

使用情報に関係する関係者には，次のいずれかが含まれる。 

・ 製品の取得者及び供給者 

・ プロセス又は製品に責任をもつ管理者 

・ テクニカルライタ，情報開発者及びイラストレータのようなコンテンツオーナ並びにコンテンツクリ

エイタ 

・ 技術翻訳者，現地語化及び専門用語の専門家 

・ 許認可機関，代理人及び資格をもつ専門家 

この規格の目的は，これらの関係者に，要求された品質をもつ対象製品の使用情報を開発するための，

共通かつ基本的な基盤を提供することである。 

この規格は，例えば，家庭用電気製品に関する IEC 60335 シリーズ規格，機械類に関する ISO 20607，，
システム及びソフトウェアに関する ISO/IEC 26514 のような，製品の使用情報の内容を規定する規格を含

む，製品固有の規格において適用及び引用されることを意図している。この規格は，対象者に対する製品

固有の要求事項又は製品情報を詳述する際の基礎となるものである。 

この水平規格は，主として，IEC ガイド 108 に定められている原則に従った規格の作成において，専門

委員会が使用することが意図されている。 

専門委員会の責任の一つは，該当する場合，その出版物の作成に水平規格を利用することである。この



 
Z 82079-1：0000 (IEC/IEEE 82079-1：2019) 

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

水平規格の内容は，関連出版物において特に言及又は記載されていない限り，適用されない。 

なお，他の個別の製品分野における使用情報を規定した規格の規定内容と重複する場合は，その当該の

製品分野における規格の規定内容を優先する。 

 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

   IEC/IEEE82079-1:2019，Preparation of information for use (instructions for use) of products –Part 1: 
Principles and general requirements（IDT） 

 なお，対応の程度を表す記号“IDT”は ISO/IEC Guide21-1 に基づき，“一致している”ことを

示す。 

注記 3 JIS においては水平規格の概念はないが，対応国際規格との整合性の観点から，その和訳を付し

ている。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 0617 規格群，電気用図記号  

IEC 60417，Graphical symbols for use on equipment (入手先：https://www.graphical-symbols.info/equipment） 

IEC 60825-1，Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements 

ISO 3864 (all parts)，Graphical symbols — Safety colours and safety signs 

ISO 5807，Information processing — Documentation symbols and conventions for data, program and system 
flowcharts, program network charts and system resources charts 

ISO 7000，Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols (入手先：https://www.graphical-
symbols.info/equipment） 

ISO 7010，Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs 

ISO 9241-300，Ergonomics of human-system interaction Part 300: Introduction to electronic visual display 
requirements 

ISO 14617 (all parts)，Graphical symbols for diagrams 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
アクセシビリティ（accessibility） 

特定された使用状況において特定された目標を達成するために，多様なニーズ，特性，及び能力の最大

の範囲をもつ母集団からの人々が製品，システム，サービス，環境及び施設を使用し得る範囲 
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注釈 1 利用状況は，使用者が単独で利用する，又は支援技術を使って援助を受けながら利用する状況

を含む。 

（出典：JIS Z 8521:2020，3.2.2，修正－左記の規定を基礎にして一部修正した。） 

3.2 
コミッショニング（commissioning） 

使用可能な状態にある製品の引き渡しに先立つ，又は関連する諸手順 

注釈 1 コミッショニングには，最終受け入れ試験，対象製品に関する関連文書類の引き渡し又は製品

に関わる人への指導が含まれることがある。 

3.3 
適格者（competent person） 

教育訓練，認定若しくは経験，又はこれらの組み合せによって，特定の作業を遂行するための知識及び

技能を習得した人 

注釈 1 この規格は，適格者という用語を，使用情報の作成及び情報管理との関連で使用している。3.36 
熟練者の定義も参照。 

（出典：ISO 17842-1:2015，3.6，修正－注釈 1 を追加した。） 

3.4 
構成部品（component） 

組立製品，システム又はプラントの構成要素として使用される製品 
（出典：IEC 81346-1:2009，3.7） 

3.5 
結果（consequence） 

特定の状況が発生した結末 

注釈 1 一つの事象が，様々な結果につながることがある。 

注釈 2 結果は，定性的にも定量的にも表現されることがある。 

3.6 
消耗品（consumable） 

製品の継続使用又は保守のために，交換若しくは再充填が必要な部品又は材料 

3.7 
消費者（consumer） 

目的のために製品を購入又は使用する一般の個人 

注釈 1 この規格の要求事項では，“消費者”は非熟練者とみなされる。 

3.8 
消費者向け製品（consumer product） 

消費者に入手可能で，消費者による使用が意図された，又は消費者が使用する可能性がある製品 

3.9 
顧客（customer） 

製品を購入又は受け取る個人又は組織 

注釈 1 “顧客”という用語には“消費者”（3.7）を含むが，消費者よりも意味が広い。 
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3.10 
文書（document） 

人が理解することを意図した，使用者とシステムとの間でまとまりとして管理及び交換が可能な，内容

が決まっていて構造化されている情報（出典：IEC 61082-1:2014，3.1.1，修正－注釈 1 及び注釈 2 を削除

した。） 

3.11 
文書類（documentation） 

特定の主題に関する文書の集合 
（出典：IEC 61082-1: 2014，3.1.3，修正－注釈を削除した。） 

3.12 
装置（equipment） 

定義された最終目的を達成することを意図した，連関しあう複数の組立て品 
（出典：IEC 80416-1:2008，3.3） 

3.13 
図記号（graphical symbol） 

言語によらず情報を伝達するために用いる，特定の意味をもった視覚的に知覚される図形 
（出典：IEC 80416-1:2008，3.4） 

3.14 
危害（harm） 

人への傷害若しくは健康障害，又は財産若しくは環境への損害 
（出典：ISO/IEC ガイド 51:2014，3.1） 

3.15 
ハザード（hazard） 

危害の潜在的な源 
（出典：ISO/IEC ガイド 51:2014，3.2） 

3.16 
図表（illustration） 

安全標識及び図記号を除いた，特定の情報を伝えるために人為的に作成された，視覚的に知覚可能な図

形 
例 図形，絵，図，写真，線描，表。 

3.17 
使用情報（information for use） 
代替用語：使用説明（instructions for use） 

製品の供給者が提供する情報で，対象製品をそのライフサイクルにわたって安全，効果的かつ効率的に 
使用するための概念，手順及び参照資料を対象者に提供するもの 
例 手順説明，トラブルシューティング情報，サービス情報，操作及び保守指示，，組み立て手順。 

注釈 1 “対象製品の使用説明，安全，効果的かつ効率的な使用の手順”は，従来，使用情報の一部と

して定義される全ての内容を含むように使用されてきた。 

注釈 2 使用情報の適用範囲外にある補足情報を除く。 

注釈 3 この規格の元となった IEC 62079:2001 は日本より提案した規格で，“使用説明”の英訳として
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“instructions for use”を充てていた。また，2017 年に出版した書籍では，“使用説明”を含む使

用のための情報について“使用情報”という用語を充てていた。このため，これに相当する

“information for use”には“使用情報”という用語を充てる。 

3.18 
情報モデル（information model） 

情報の本体に関する概念，関係及び規則の表現 

3.19 
情報製品（information product） 
代替用語：情報項目（information item） 

人が利用するために作成され，保存され，及び納入される個別に識別可能な情報の本体 

注釈 1 情報要求事項を満たすために作成される文書には，情報製品又は情報製品の一部，若しくはい

くつかの情報製品の組合せがある。 

注釈 2 情報製品は，プロジェクト又はシステムのライフサイクルの間，複数の版が作成されることが

ある。 
（出典：ISO/IEC/IEEE 15289:2017，3.1.13，修正－“情報製品”は第一推奨用語として追加され，注釈

では“情報品目”を“情報製品”に置き換えた。） 

3.20 
情報品質（information quality） 

規定の条件下で使用されたときに，情報製品が. 明示されているニーズ，及び暗示されているニーズを

満たす度合 

3.21 
意図する使用（intended use） 

製品の供給者によって定義され，意図された機能又は想定される用途の全範囲 

注釈 1 供給者が挙げていない機能又は用途は，製品の意図する使用から除外する。 

注釈 2 製品の供給者が認めていない改造の結果としての付加機能若しくは改造した機能又は用途は，

意図する使用から除外する。 

3.22 
ラベル（label） 

製品の一つ又は複数の特性に関する情報を表示する，製品（貼付可能な場合） 又はそのこん包に貼付

されたもの 
（出典：ISO/IEC ガイド 14:2018，3.10，修正－“消費財”を“製品”に変更した。） 

3.23 
保守（maintenance） 

意図する使用の実行を可能とする，有用かつ安全な状態に製品を維持する，又はその状態に復元するた

めの行為 

3.24 
マーキング（marking） 

製品のタイプを識別するための，製品，ラベル又はこん包上の記号，絵文字，警告，ロゴ又は刻印で，

短い文字メッセージも含まれることがあるもの 
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（出典：ISO/IEC ガイド 14:2018，3.12，修正－“消費財”を“製品”に変更した。） 

3.25 
ミニマリズム（minimalism） 

使用情報には，重要情報及び作業を完了するために必要な最小限のその他の情報を含むという原則 

3.26 
個人用保護具（personal protective equipment） 

一つ又は複数の健康及び安全上のハザードに対する防護のために，個人が着用又は保持するように設計

された全ての装置又は器具 
（出典：IEC 60050-651:2014，651-23-01，修正－略語“PPE”，“活線作業を行っている間”という言葉

づかい及び注釈 1 を削除した。） 

3.27 
プラント（plant） 

特定の敷地内にある様々なシステムの集合体 
（出典：IEC 61355-1:2008，3.10） 

3.28 
製品（product） 

労働, 自然若しくは人為的プロセスの，意図された又は達成された結果 

注釈 1 使用情報は，製品の一部とみなされる。 

注釈 2 製品は，システム，サービス，物品，情報又はそれらの組合せのこともある。 

3.29 
製品安全ラベル（product safety label） 

一つ又は複数の潜在的ハザードの情報を提供し，また安全上の注意事項及び/又はハザードの回避に必

要な措置を記載した製品上のラベル 
（出典：ISO 3864-2:2016，3.9，修正－“観察者”を削除し，注釈 1 を削除した。） 

3.30 
合理的に予見可能な誤使用（reasonably foreseeable misuse） 

供給者が意図していないが，容易に予測できる人の行動から生じる可能性のある方法で，製品又はシス

テムを使用すること 

注釈 1：容易に予測可能な人の行動には，あらゆるタイプの使用者の行動が含まれる。詳細については，

ISO 10377 を参照。 
（出典：ISO/IEC ガイド 51:2014，3.7，修正－注釈 1 から，“例えば，高齢者，子供，障害者”という

言葉づかいを削除した。また，注釈 2 を削除した。） 

3.31 
修理（repair） 

製品の欠陥のある又は破損した部品若しくは機能の事後保全 

3.32 
リスク（risk） 

危害の発生確率及びその危害の度合いの組合せ 

注釈 1 発生確率には，危険状態への暴露，危険事象の発生及び危害の回避又は制限の可能性を含む。 
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（出典：ISO/IEC ガイド 51:2014，3.9） 

3.33 
安全表記（safety note） 

安全対策を説明し，安全意識を向上させ，かつ安全に関する人の教育訓練の基礎を提供するため，文書

若しくは文書の部分に意味をもたせて体系的に集めた，又はまとめた安全に関する情報 

3.34 
安全標識（safety sign） 

色と幾何形状との組合せによって得られる，一般的な安全メッセージを示す標識であって，図記号を追

加することによって，特定の安全メッセージを示す標識 
（出典：ISO 7010:2011，3.3） 

3.35 
自己組立製品（self-assembly product） 
代替用語：平詰製品（flatpack product），組立式製品（ready-to-assemble product） 

監督又は訓練者の助けなしで，かつ手順説明だけに頼って，個別の構成部品から組み立て又は設置する

ように意図されている製品 

注釈 1 これには，構成部品からなるキットの形で供給される製品，及び折り畳み，ロック又は張力の

付加を必要とする構造要素を採用した製品（例えば，子供のベビーカー，キャンピング用具）

の両方が含まれる。 

3.36 
熟練者（skilled person） 

関連する技術教育，訓練又は経験を積んでおり，リスクを認識し，製品の使用中に発生するハザードを

回避することが可能な個人 

3.37 
ステップ（step） 

対象者に対して，ある行動をとるように告げる手順の一要素 

注釈 1 一つのステップは，番号が振られたリスト項目として示される。 

3.38 
手順説明（Step-by-step instructions） 

対象製品の安全，効果的かつ効率的な使用のために従うべきステップで構成された手順 

3.39 
供給者（supplier） 

製品を提供する個人又は組織 

注釈 1 “供給者”には，生産者，製造業者，インテグレータ，製造供給者，卸業者，小売業者，代理

店，情報提供者又はその正式代表者を含む。 

3.40 
対象製品 （supported product） 

使用情報の対象となる製品 

3.41 
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システム（system） 
ある定義された文脈の中で全体として捉えられ，周囲の環境から切り離された，相互に関連する要素の

集合 
（出典：IEC 60050-151:2001，151-11-27，修正－注釈を削除した。） 

3.42 
対象者（target audience） 

供給者によって使用情報の対象として意図されている人々の集団 

3.43 
トピック（topic） 

単一テーマを扱う見出しを持つ，情報製品のまとまった部分 

注釈 1 印刷された文書においては，トピックとは，セクション又はサブセクションである。オンライ

ン文書類においては，トピックとは，通常，ナビゲーションによって（例えば，リンクを通じ

て）呼び出して，スクロールで完全にアクセス可能な情報量である。 

3.44 
ユーザビリティ（usability） 

ある製品が，指定された使用者（ユーザ）によって，指定された利用状況下で，指定された目標を達成

するために用いられる場合の有効さ，効率及び使用者（ユーザ）の満足度の度合い 
（出典：ISO 9241-210:2010，2.13 修正－“システム又はサービス”を削除した。） 

3.45 
使用（use） 

製品のライフサイクル全体を通じて使用者が製品を使って，又は製品に対して実行する可能性のある行

為 

注釈 1 “使用”は，意図した使用，及び正常かつ合理的に予見可能な条件での使用における誤使用を

含む。 

3.46 
ユースケース（use case） 

システムの挙動要求事項，及びシステムと使用者との相互作用の説明 
（出典：ISO/IEEE 26515:2018，4.15） 

3.47 
使用者（user） 

製品を使用する人 

注釈 1 “使用者”には，製品を設置，操作，整備，保守又は廃棄する人を含むことがある。 
 

3.48 
警告メッセージ（warning message） 

ハザードについて警告し，それらをどのように回避するかを示す，安全に関する情報 

注釈 1 警告メッセージは，通常，危険作業に関連する手順説明で示される。 
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4 使用情報に対する要求事項の達成 

4.1 一般 

この規格に規定する要求事項を達成しても，供給者は，各流通地域内における製品の法令遵守に関する

法的枠組みを査定するという義務を免がれることはない。不適切な製品関連情報は，製品安全（PS: Product 
Safety）及び製造物責任（PL: Product Liability）のリスクの原因となることがある。 

 
この規格の要求事項は，2 種類である。 
 

a) 5.2，5.3，箇条 7，箇条 8 及び箇条 9 の特定の製品を対象とした使用情報  

b) 5.4，箇条 6 及び箇条 10 の情報管理プロセスに対する要求事項 
 
特定の消費者向け製品を対象とした使用情報に対する要求事項の達成の主張は，その製品を対象として

供給された情報製品（電子的に供給された情報製品を含む）が a)の要求事項を満たしている場合に限

り，供給者によって行われなければならない。  
特定の消費者向け製品を対象とした使用情報以外に対する要求事項の達成の主張は，次のいずれかの場

合に限り，供給者によって行われなければならない。 
 

1) 組織が使用情報を作成するために確立したプロセスが，b)を満たす 

2) 特定の製品を対象として供給された使用情報が，a)を満たす 
 
供給者は，特定の製品を対象とした使用情報 a)及び，情報管理プロセス b)の両方に対する要求事項の

達成を主張してもよい。 
附属書 A に，評価に関する手引を提供する。 
 

4.2 消費財の使用情報の評価 
消費財の使用情報の評価には，経験的な有効性チェックを含むことが望ましい。経験的な有効性チェッ

クには，熟練した専門家だけでなく，対象製品の使用及びその使用情報に不慣れな人も関与することが望

ましい。実施可能ならば，評価には対象製品，及びできればこん包を利用することが望ましい。これは，

消費財について実施可能なことが望ましい。 
附属書 A に，情報製品の経験的な有効性チェックのための幾つかの方法を記載する。 
 

4.3 評価の証拠文書 
この規格の要求事項の達成を主張する場合，供給者は，次の全ての記録を保持しなければならない。 
 

a) 評価のために提出された使用情報及び全てのこん包 

b) この規格の要求事項を満たしているとして査定され，かつ承認された使用情報の言語版 

c) 製品サンプルが完全に組み立てられて供給されたか，又は使用情報の査定の一環として組み立てられ

たかどうかの確認  

d) 評価を実施した組織又は人の名称 
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5 原則 

5.1 一般 
箇条 5 は，使用情報の内容，構造及び形式の選択，並びに使用情報の設計及び維持のためのプロセスに

対する原則について定める。原則は，次に関するものである。 

a) 使用情報の目的 

b) 使用情報に含まれる情報の品質  

c) 情報の管理のためのプロセスの利用 

5.2 使用情報の目的 

5.2.1 一般 
使用情報は，対象者が対象製品を安全，効率的かつ効果的に使用するために必要な情報を提供しなけれ

ばならない。 
この目的を達成するために，使用情報は次の情報タイプを提供する。 

a) 概念情報：対象者が，対象製品の操作の目的及び原則を理解して作業を実施可能なようにするための

概念，説明及び記載 

b) 指示情報：手順及びタスク指向の順を追った指示 

c) 参照情報：トラブルシューティング情報，コマンド又はコードのような，折に触れて検索する必要の

 ある詳細情報 

5.2.2 製品の一部としての使用情報 
使用情報は対象製品の不可欠な一部であり，製品の他の全ての部分と同様に注意し重要に扱わなければ

ならない。 
使用情報に欠陥（例えば，要求事項を満たさない）があると，製品全体が欠陥品となる。使用情報は，

対象製品と明確かつ容易に識別できなければならない。 

5.2.3 対象者への姿勢 
使用情報は，対象者が想定される作業及び目標を達成するために使用でき，かつ，適切なものでなけれ

ばならない。 

注記 対象者分析に関する詳細情報は，ISO/IEC 26514 に示されている。 

5.2.4 対象製品の安全な使用 
使用情報は，対象製品の安全な操作及び保守を促進するものでなければならない。使用情報は，人若し

くは動物が受ける傷害又は病気のリスク，製品の破損，誤作動又は非効率な動作のリスクの低減に寄与す

る。ただし，使用情報が設計の不備又は安全システムの欠如を補うことは不可能である。 

5.2.5 使用情報を通じた製品の法令遵守 
製品の法令遵守に関する枠組みは，一般に，次の法律実務の分野で構成される。 

a) 製品安全（PS: Product safety） 

b) 製造物責任（PL: Product liability） 

c) 契約 
 
使用情報は対象製品の一部であるため，使用情報の法令遵守は，製品の法令遵守の一部とみなすことが

可能である。 
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5.3 情報品質 

5.3.1 一般 
使用情報は，情報品質に関して対象者のニーズを満たさなければならない。完全性，ミニマリズム，正

確性，簡潔性，一貫性，分かりやすさ及びアクセシビリティである。 
情報品質とは，当該情報が，対象製品に利害をもつ全ての関係者の，情報の内容，構造，手段，形式及

び媒体に関する要求事項を満たすことを意味する。 

注記 情報品質の低さは，法律上，欠陥の原因となることがある。 

5.3.2 完全性 
使用情報は完全でなければならない。情報の完全性は，取り扱われる次のものに依存する。 

a) 製品の使用に伴うリスク 

b) 対象製品のライフサイクル全体にわたって，対象者が実施することが意図された又は許された作

 業 

c) 情報に対する対象者のニーズ 

d) 法的及び契約上の要求事項 

5.3.3 ミニマリズム 
ミニマリズムを適用しなければならない。ミニマリズムとは，重要情報及び完全性を保つために必要十

分な最低限のその他の情報を含む，使用情報に対するアプローチである。重要情報には，製品の安全使

用，製品で作成された情報のセキュリティ，又は製品で作成された若しくは保存された情報のプライバシ

ーが含まれる。 

注記 ミニマリズムとは，関連情報だけを提供することを意味する。 

 
ミニマリズムに基づく情報と対照的に，例えば，全ての考え得る製品機能の過剰な文書化は無駄であ

る。これは，共通の又は重要な作業のための製品の使用方法に対する使用者の理解を妨げ，また使用状況

において，速やかに必要な情報を発見することを妨げることがある。ミニマリズムは，使用情報を開発及

び維持するコストと，対象者の製品を安全，効果的かつ効率的に操作するニーズとのバランスをとること

である。 
安全に関する情報のような重要情報は，必要に応じて繰り返さなければならない。 

5.3.4 正確性 
使用情報は，技術的に正確でなければならず，また使用情報が関連する対象製品について最新の情報を

含んでいなければならない。対象製品が仕様変更されている場合は，使用情報の変更の必要性を評価する

ことが望ましい。 

5.3.5 簡潔性 
使用情報は，形式及び媒体に関して簡潔でなければならない。 
情報の内容及び提示に関する簡潔性とは，次のことを意味する。 

a) 簡潔な言葉づかい 

b) 不要な詳細を含まない文章及び図表  

c) 妥当な範囲でなるべく短い動画 

5.3.6 一貫性 
使用情報は，内容，体裁及び媒体に関して一貫していなければならない。 
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内容に関する一貫性は，例えば，情報が曖昧でなく，かつ正確な（例えば，対象製品と一致している）

ことを意味する。体裁及び媒体に関する一貫性は，例えば，一貫した，用語，測定単位，構造及び表示

（すなわち，見出し，タイトル），記号，警告メッセージ，，色の使用が一貫していることを意味する。 
一貫性を実現するためには，一貫した書式設定のためのシステムを，一貫した内容（トピックの表現）

のためのシステムから分離することが望ましい。これは，内容と体裁との分離の原則と呼ばれている。 

注記 マークアップ言語が，一貫性を実現するために役立つ。 
 
使用情報は，製品上又は製品こん包内の情報，ラベリング，教育訓練資料，顧客サポート及び使用者支

援用資料，並びに販売促進資料のような，対象製品に対する他の情報と一貫していることが望ましい。 

5.3.7 分かりやすさ 
使用情報は，対象者にとって分かりやすいものでなければならない。このため，次の全てのことが必要

になる。 

a) 分かりやすい文章及び用語 

b) 分かりやすい図表，安全標識及び図記号  

c) 分かりやすいナビゲーションの方法及び媒体の使用 
注記 分かりやすさには，明確さ及び理解しやすさが含まれる。分かりやすさは，使用状況によって

異なる。分かりやすさのニーズは，特に緊急事態に重要となる。 

5.3.8 アクセシビリティ 
使用情報は，対象製品の使用状況及び意図した設計寿命にわたって，対象者がアクセス可能なものでな

ければならない（例えば，技術的に入手可能で，読みやすくなければならない）。 

5.4 反復可能なプロセスの使用 
使用情報は，定義された反復可能なプロセスを用いて開発，作成及び維持されなければならない。反復

可能なプロセスを使用することによって，使用情報の計画，実施，チェック，修正及び改善が容易にな

る。 
これらのプロセスは，次のとおりでなければならない。 

a) 情報開発のために十分な適格性のある人的資源を得るように，また必要なときにアクセスできる情報

にするように計画する 

b) 明確かつ共通の品質目的に基づいて，品質を管理，保証する  

c) 不一致及び矛盾を減らすために，単一情報源管理を採用する 
情報コンテンツは，サポート対象製品の意図された設計寿命を通じて再利用できるよう保持され，最新

であるよう維持され，類似製品及び将来の製品版で使用できるよう適応可能であることが望ましい。 
 

6 情報管理プロセス 

6.1 一般 
供給者は，使用情報を計画，設計，作成及び維持するために情報管理プロセスを実施しなければならな

い。情報管理プロセスは，適宜，情報を生成し，取得し，確認し，変換し，保持し，検索し，及び普及さ

せなければならない。 
情報管理プロセスは，次のとおりでなければならない。 
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a) 管理すべき情報を識別する 

b) 情報表現を定義する 

c) 情報を取得し，作成又は変換し，保管し，妥当性を確認し，提示し，及び廃棄する 

d) 情報の状態を識別する  

e) 使用のために情報を利用可能にする 
 
使用情報の作成及び維持は，一般的に，対象製品のライフサイクル内で，情報管理プロセスの支援プロ

セスとして実行される。 
四つのプロセスグループに取り組まなければならない。 
 

1) 情報の分析及び計画（6.2） 

2) レビュー，編集及びテストを含む設計及び開発（6.3） 

3) 作成及び配布（6.4）  

4) 保守及び改善を含む維持 （6.5） 

 

6.2 情報の分析及び計画 

6.2.1 一般分析 

 情報の分析及び計画は，使用情報の作成及び維持に関する組織の戦略及び方針から始めなければならな

い。上級管理者は，使用情報の計画，作成及び配布を可能にするために，リソース，スケジュール及び品

質目標を用意することが望ましい。 

 指示手順は，市場分析又は対象者の特性，ニーズ及び意図された作業の分析に基づいて策定されなけれ

ばならない。分析は，対象製品のライフサイクルの初期に製品に関する情報を収集して実施しなければな

らない。（分析の結果によって，使用状況（操作概念）及び対象者の特徴を理解することが望ましい。分析

の過程で下す決定には，次のものを含めることが望ましい。 

 

a) 使用すべき媒体 

b) 様々な対象者又は言語版に応じて情報を分割するかどうか 

c) 全ての情報を一つのウェブサイト若しくは一つの文書に，又は一連の文書に含めるかどうか  

d) 情報を対象製品に組み込むか，製品上に添付するか，又は情報を製品とは別に提供するかどうか 

 

 使用情報の情報設計に影響する要因には，対象者分析，媒体及び言語，情報源，リスク管理及び法的考

慮事項を含めなければならない。 

 

6.2.2 対象者 

 使用情報の計画では，対象者に要求される技能及び作業を考慮しなければならない。この文脈において,
複数の対象者が存在し得る。例えば，対象製品の使用者，設置者，技術者，管理者，運用者，セキュリテ

ィ，製品廃棄又はリサイクルの責任者である。対象者に要求される知識及び技能の度合い，並びに対象製

品の想定使用頻度を定義することが望ましい。 

 使用情報の計画では，対象者の特性を考慮しなければならない。各対象者は，共通の特性，例えば，類
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似の作業任務によって定義することが望ましい。 

 各対象者を定義する際には、次の特性を考慮することが望ましい。 

 

a) 関連する部門，例えば，機械，電気，電子，油圧，ソフトウェア，プログラミングに関する

 背景，技能，経験及び教育訓練 

b) 対象者が精通している言語 

c) 作業 

d) 作業環境，例えば，気候条件，照明，チームで作業するか又は単独で作業するか 

e) 利用可能な工具  

f) 情報へのアクセスのために利用可能な手段，例えば，インターネットアクセス，オーディオサービス，

サポートを受けるための電話又はビデオリモートサービス，情報アクセスの許可，電子情報を表示す

るための適切な装置 

 

 対象者を記述する際には，対象者がしばしば不均質であること，すなわち，能力の幅があることを考慮

することが望ましい。 

 特定の対象者の作業の記述は，該当する場合，次の側面を考慮することが望ましい。 

 

1) 作業を実施する理由 

2) 作業を実施する頻度及び使用者がその方法を覚えている可能性 

3) 作業の予想所要期間，例えば，分，時間，日 

4) 作業は一人で実施されるか，又は一つ若しくは複数の異なる仕事の役割をもつ複数人がプロセスとし

て実施するか 

5) 作業固有の環境条件，例えば，ストレス及び精神的プレッシャー，気候条件 

6) 使用者が作業を正確に実施するために，作業が支障なく進むこと及びそのことの重要性 

7) 作業を実施する方法又は時期について使用者がもつ判断力 

8) 作業の前提条件  

9) 作業の共通性 

 

注記 対象者の分析及び対象者マッピングマトリクスの方法の詳細情報については，ISO/IEC 26514 を参

照。 

 

 アクセス可能な情報に対して特別のニーズをもつ対象者には，高齢者，対象製品の使用に監督が必要な

子供，印刷された使用情報を読めない人，及び身体，視覚又は聴覚障害をもつ人が含まれる。 

 

6.2.3 媒体 

 情報の分析及び計画は，電子媒体又は印刷媒体のように，対象製品の一部，そのこん包又は別々に提供

される使用情報の媒体の選択を含まなければならない。供給者は，対象者の情報アクセシビリティのニー

ズという観点で媒体の選択を考慮することが望ましい。作成された（例えば，印刷された）使用情報は，

対象製品の意図された設計寿命にわたって使用可能なことが望ましい。例えば，印刷された使用情報は，
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耐久性のある用紙に印刷して提供することが望ましい。電子使用情報は，オーディオ，ビジュアル（すな

わち，図表，ビデオ又はアニメーション）又は書式形式を組み合わせ，別々の媒体で，インターネット経

由で，様々な据置き型又は可搬型閲覧装置で使用するために，又は対象製品に埋め込んで提供することも

可能である。 

 

6.2.4 言語 

 情報の計画は，使用情報に関する現地の言語の要求事項の特定を含まなければならない。これらを特定

し，使用する情報の版を適宜翻訳して提供しなければならない。 

注記 1 翻訳管理プロセスの詳細情報については，ISO 17100 を参照。 

重要な設置及び操作上の注意事項並びに安全に関する情報は，言語に依存しない安全標識，図記号及び

説明を要しない図表によって伝達するように配慮することが望ましい。 

注記 2 使用情報は通常，販売国の公用語で提供される。 

 

6.2.5 情報源 

 情報の計画には，情報源の特定及びこれらの情報源を活用する最も効果的な方法を含めなければならな

い。次の点を考慮することが望ましい。 

 

a) 対象製品の機能，構造及びライフサイクル，類似製品，並びに使用情報の要求事項，起こりうる問題

点及びトラブルシューティング情報，予備品及びオプション，法令遵守及び適合性情報 

b) 対象製品が供給される市場（対象製品の市場及び流通経路の特性を含む） 

c) 対象製品が供給される市場における法的及び規範的要求事項  

d) 安定した信頼できる情報が入手可能となる時期 

 

 使用情報源には，対象製品で既に使用経験のある人によるインタビュー及び所見を含めることが望まし

い。使用情報が，既に文書化されている幾つかのシステム又はサービスを情報源として統合している場合，

供給者は，自己の形式を用いて既存の文書類を適応させるか，又は相互参照若しくはハイパーリンクを使

用して，既存の文書類を引用して，変更なしで組み入れるかを決定することが望ましい。 

 

6.2.6 情報維持 

 使用情報の準備を計画するとき，対象製品のライフサイクルを通じて情報を保守及び支援する必要性を

考慮しなければならない。情報は，製品の変更及び新規リリースに関する情報がプロセスに含まれるよう

に管理しなければならない。使用情報の計画には，対象製品，使用情報の納入後サポートの予定期間及び

レベルの特定を，使用情報の保存，検索，変更，保護及び廃棄の計画と合わせて含めなければならない。 

 

6.2.7 リスク管理 

 情報の分析及び計画は，対象製品の設置，操作及び保守に内在するハザードに関する考慮事項に基づか

なければならない。ハザードの分析では，作業又はユースケースを考慮しなければならない。ハザードは，

対象製品の運用者及び使用者に対する直接的なリスクだけでなく，環境内の他者に対する予見可能な将来

の影響も含む。ハザードは，事業データ又は個人データの喪失のような，顧客にとって好ましくない又は
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予想不可能なリスクの可能性も含む。供給者は，ハザードの影響，発生の可能性，及びハザードを回避又

は制限する方法の可用性を特定し，分析し，評価しなければならない。残留リスク（リスク低減後に残る

リスク）は，使用情報に制限又は特別例外として含め，かつ，警告メッセージで対応しなければならない。 

 計画プロセスには，使用情報におけるリスクの取り扱いを含めなければならない。これは，対象製品の

安全な意図する使用を確実にするために，エンジニアリング及び設計部門と連携することが望ましい。安

全性に関して，使用情報の作成者は，安全性を確実にするときの使用情報の限界を明らかにし，固有の安

全機能，補助安全装置，使用者のインタフェースメッセージの安全警告，安全表記，教育訓練及びこん包

を通じて，安全を対象製品の設計に取り入れるためにリスクアセスメントに参加することが望ましい。 

注記 ISO 12100，ISO 31000，ISO 14971 及び ISO/IEC ガイド 51 は，リスク管理及び安全に関する情報

に関する追加要求事項を提供している。 

6.2.8 契約上の合意及び法的制約 

契約上の合意及び法的制約から生じた使用情報に関する要求事項は，情報開発プロセスのために利用可

能でなければならない。 

6.2.9 プロジェクト管理及びコントロール 

プロジェクトのマネジメントには，プロジェクトスケジュールの計画，開発，及び保守，さらにリソー

ス管理の実施，並びにプロジェクト及び使用情報についてステータス確認及び報告を含めなければならな

い。計画には，次の事項を含めることが望ましい。 

 

a) 内容管理及び再利用性に対する方針の採用 

b) レビュー及びテスト 

c) 翻訳版又は現地語化版の作成 

d) リソース管理 

e) 適格者の参加  

f) 品質保証，プロジェクトリスク管理及び構成管理 

g) コンテンツ管理システム及び出版システムのようなインフラストラクチャリソースの獲得，又はプロ

ジェクトのソフトウェア開発ツールと統合した情報管理システムの使用 

h) プロジェクトチーム内，情報提供者及び利害関係者とのコミュニケーションの管理 

i) 複雑なシステムの場合，異なる情報製品の配布計画 

 

コントロールには，プロジェクトの承認及び終了，プロジェクトの状況に関する正確で時宜を得た情報

の取得及びコミュニケーション，並びに機会を活用又は欠陥を是正するためのプロジェクト活動及び作業

の方向転換についての責任を含めなければならない。 

注記 情報開発に対する管理に関する情報は，ISO/IEC/IEEE 26511 で見ることが可能である。 

 

6.2.10 構成管理 

構成管理に欠陥があると，特定の製品に関する使用情報の誤り又は欠落が発生する原因となり得る。構

成管理の担当者は，基準版を確定して，その管理下にある使用情報に対する変更を管理しなければならな

い。担当者は，使用情報に関する再利用可能な内容（“単一ソース”），製品の構成部品，計画及び設計生成

物のような作業情報をコントロールしなければならない。担当者は，リリース後，対象製品のライフサイ
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クル全体にわたって，いつでも使用情報の現行版又は適用版を容易に見つけられるように，使用情報の各

版と対象製品との間のトレーサビリティを管理することが望ましい。変更及びリリースをレビュー及び承

認する活動が含まれなければならない。 

注記 ISO/IEC/IEEE 26531 は，コンテンツ管理システム及びコンポーネントコンテンツ管理システムに

関する要求事項を含んでいる。 

 

6.2.11 人的資源管理 

使用情報の作成は，必要な適格者の人的資源の計画，取得及び割り当てを含まなければならない。これ

は，ソフトウェアツールの使用及び方法の教育訓練，並びに，必要な場合，組織手順の熟知を含まなけれ

ばならない。 

 

6.2.12 品質保証 

使用情報を作成するとき，情報開発プロセス全体にわたって，品質保証技法及び活動を特定し，実行し

なければならない。 

注記 JIS Q 9000 は，品質管理用語及び概念について規定している。 

 

6.3 レビュー，編集及びテストを含む設計及び開発 

6.3.1 一般 

開発プロセスには，次の全てのものを含めなければならない。 

 

a) 情報設計概念，テンプレート又はモデルの作成 

b) 情報の収集 

c) 内容構造の選択 

d) 文書及び図による内容の作成への情報設計の適用 

e) 特定媒体への情報の実装 

f) 内容の編集及びレビュー，並びに対象製品を用いた使用情報の評価 

 

ユーザビリティテストは，使用情報が対象となる利用者に記載されたタスクを実行させることができる

ことを示すため，または欠陥を指摘するために用いることが望ましい。 

 

6.3.2 設計，情報収集及び開発 

関連する使用情報には，一貫した設計概念を使用することが望ましい。例えば，次のものを対象とする

執筆及び編集のためのスタイルガイド又は指針を確立し，使用情報の全体にわたって従うことが望ましい。  

・ 文体 

・ 言葉づかい 

・ 一貫性のある用語の使用 

・ 対象者への説明又は指示の仕方 
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・ 書体及びフォントサイズの選択を含む，テキストのデザイン及びページレイアウト 

・ ナビゲーション及びリンク 

・ 情報タイプに対する構造の使用（例えば，安全表記，手順） 

 

使用情報全体にわたって使用するための，一貫性のある用語について合意し，記録し，伝達することが

望ましい。翻訳が必要な場合，翻訳提供者は，対象言語に対してどのように一貫性をもって用語を翻訳し

たかを示す情報を提供することが望ましい。 

注記 用語作業に関する詳細情報については，ISO 704 を参照。 

 

技術用語が対象読者に理解されるかどうか疑問がある場合は，経験的テスト（6.3.3 の表 1 を参照）を実

施することが望ましい。 

使用情報の内容を起草する前に，基本的な用語を定義し，文書化することが望ましい。 

 

6.3.3 レビュー，編集及びテスト 

使用情報のレビュー及びテストは，情報開発プロセス全体にわたって実施することが望ましい。 

評価は，相互評価，ウォークスルー，及びチーム外の対象製品の開発を担当した専門家の検査のような

方法を用いて実施することが望ましい。使用情報の対話型経験的評価は，一定範囲の対象者を代表する複

数の被験者によって実施することが望ましい。非公式の又は管理されたユーザビリティテストも実施する

ことが望ましい。編集は，使用情報の執筆又は翻訳に関わった人以外が行うことが望ましい。 

ソーステキストは，それを翻訳する前に，言語的正確性，一貫性及びユーザビリティについてレビュー

することが望ましい。翻訳は，適格者が技術的及び言語的正確性及び明確さについてレビューすることが

望ましい。詳細を 10.4 に示す。 

使用情報がその目的を達成しているかどうかを判断する手段として，経験的評価（例えば，ユーザビリ

ティテスト）を用いることが望ましい。表 1 に，経験的方法の例を示す。 

 

表 1－経験的方法の例 

経験的方法 取り扱い方法の適用範囲及び目的 
意見調査のための面談 使用情報の作成又は表現に関与した人による満足度の分析 

対象者分析 

製品の使用状況に関する情報（例えば，なぜ，どこで，どのくらいの頻度

で）の識別 

対象者のニーズの識別 

使用情報の査定又は評価 

異なる情報製品の比較 

意見調査のためのフォーカスグループ 対象者のニーズの識別 

使用情報の取り扱い及び作業に関する査定又は評価 

様々なスタイル及び形式の比較 

ユーザビリティテスト 使用情報の欠落及び不一致並びに弱点の識別 

使用情報のテスト及び異なる版の比較 
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分かりやすさ及び使いやすさのテスト 

自己査定及びチェックリスト 技術的基準に従った品質査定 

規格に関するチェックリスト 

専門知識，専門家のレビュー及び認証 定義された基準に従った使用情報の査定 

弱点の分析 

法的問題への配慮 

独立した裁定機関からのフィードバッ

ク，推奨若しくは所見，又はメリットス

キーム 

一般に受け入れられている指針に従った製品の評価 

他の情報製品との比較 

苦情管理，ホットライン及びサービス情

報からのフィードバック 
改善プロセスの継続 

要求の取り扱いの最適化 

情報製品の改善 

 

使用情報の品質を継続的に改善するために，スタイルガイドに改善を組み入れることが望ましい。レビ

ュー及びテストの実施中に発見した間違いは記録し，重大さ並びに是正の時間及びコストについて分析し，

解決しなければならない。 

注記 1 例えば，軽微なスペルミスは直ちに訂正可能だが，安全上重要なシステムに影響するような間

違いは，その問題が解決するまで，プロジェクトの停止の原因になることがある。 

プロジェクトのスケジュールには，重大な欠陥のレビュー及び是正のための時間を確保しておき，必要

なら，レビューを繰り返すことが望ましい。使用情報がそのレビュー基準を満たしていて次の段階に進め

るかどうかを判断するため，指定された人がレビューの権限者にならなければならない。 

注記 2 ISO/IEC/IEEE 26513 は，使用者情報のレビュー及びテストのための詳細な要求事項を提供して

いる。 

6.4 作成及び配布 

使用情報の作成は，使用情報の物理的媒体又は電子コピーの統合，作成，複製，こん包及び配布を包含

しなければならない。供給者は，その物流及び注文処理システムにおける対象製品に対する使用情報を明

らかにすることが望ましい。 

6.5 維持，保守及び改善 

対象製品のライフサイクル全体にわたって，様々な版の対象製品に対して使用情報を最新に保つため，

維持には対象者の継続的なフィードバックを含まなければならない。これには改善されたユーザビリティ

に関する修正についてのフィードバックも含まれる。 

供給者は，変更に関する情報，使用情報の更新及び更新を対象者が入手可能なようにする方法を確立し

なければならない。 

顧客満足に関する情報は，適宜，使用情報の修正のために使用することが望ましい。このような情報は，

顧客の苦情，サービスレポート，事故及び傷害の原因分析並びにインターネットに掲載された製品レビュ

ーから知ることが可能である。 

製品の販売後，対象者は，ウェブサイト，電子メール又はマスメディアの発表を介して，使用情報に対

する安全上重要な改訂を知らされることが望ましい。 

供給者は，対象者に使用情報及び対象製品を使用した経験について，フィードバックをするように促す

ことが望ましい。 
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供給者は，その使用情報の内容の改善又は不足した内容を特定するために，第三者が公開した関連情報

を考慮することが可能である。 

 

7 使用情報の内容 

7.1 一般 

箇条 7 及び箇条 8 の細分箇条の順序は，使用情報をこの順序で開発するか，又は対象者にこの順序で提

供することが望ましいことを意味するものではない。 

使用情報の内容は，ミニマリズムの原則を適用して，製品の安全で，効果的かつ効率的な使用に対する

対象者のニーズを網羅しなければならない。使用情報は，製品の意図する使用を記載し，対象者が受け入

れ不可能な安全リスク，対象製品の機能不良若しくは損傷，又は非効率的な操作を回避するのに役立つ情

報を提供しなければならない。使用情報は，対象者に対して，6.2.7 に従って明らかにされた，製品の合理

的に予見可能な誤使用を識別及び回避するために必要な情報を提供しなければならない。 

7.2 識別子 

7.2.1 使用情報の識別 

使用情報は，一連の情報製品を通じて提供可能である。各情報製品は，明確に識別可能でなければなら

ない。これは，該当する場合，次を含む特定の識別子及び参照情報で指定しなければならない。 

a) 情報製品のタイトル 

b) 識別番号 

c) 発行日 

d) 該当する場合，情報製品の改訂版の改訂番号及び発行日 

e) 言語に関する識別子 

注記 ISO 639-2 は，使用情報の様々な言語を識別可能な言語名に関する標準コードを提供している。 

 

7.2.2 対象製品の識別 

使用情報は，対象製品を明確に識別しなければならない。使用情報は，該当する場合，次を含む対象製

品の特定の識別子を表示しなければならない。 

a) 名称 

b) 製造番号，形式番号又はロット番号 

c) 版番号 

d) 構成に関する情報及び 

e) 図表 

製品が国際規格に適合している場合は，このことを明示することが望ましい。使用情報で二つ以上の製

品版を扱う場合，特定の版の識別子は，識別を容易にするために，使用情報の中及び製品上で明確に認識

できるものでなければならない。異なる製品形態（バリエーション）の内容と操作との特徴の関係は，明

確であることが望ましい。 

注記 識別要求事項に関する情報については，IEC 62507-1 を参照。 
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7.2.3 供給者の識別 

使用情報は，対象製品の供給者を明示しなければならない。したがって，次の全てのことを表示しなけ

ればならない。 

a) 氏名及び住所 

b) 電話番号，電子メールアドレス，ハイパーリンク及びその他の考えられる通信手段のような詳細な連

絡先 

c) 提供されている場合は，特殊工具，材料の提供者，製品及び技術サポートの正式サービスセンターの

詳細な連絡先 

7.3 印刷された使用情報を保持する重要性 

使用情報が紙の形式で提供される場合は，図 2 の二つの例に示す表現によって， 対象者の注意を喚起

し，対象製品の意図された設計寿命にわたり，その情報を保持することの重要性を示さなければならない。 

 
重要 

使用前に熟読すること。 

将来読むときのために保管すること。 

a) 例 1 
  

 

 

 

b) 例 2 

図 2－情報保持の告知の例 

 

注記 安全標識については，ISO 7010-M002:2011-05 を参照。 

 

使用情報の代替コピーは，対象製品の設計寿命を迎えるまでは，供給者から（例えば，ウェブサイトか

ら）入手できるようにしなければならない。 

7.4 表記上の規則 

使用情報に用いる表記上の規則は，情報の理解にとってこの規則が重要な場合，一覧を表示して説明し

なければならず，例えば，使用者が入力すべきテキスト，キーボードキー又はメニュー項目については特

定の書体を使用する。 

7.5 用語 

使用情報の全体にわたって，対象製品上及びその梱包上で，一貫性のある用語を使用しなければならな

い。曖昧さを避けなければならない。名称及び製品特徴の口語的な表現並びに一般的ではない地域特有の

表現は，避けることが望ましい。 

対象製品が専門知識をもつ対象者の使用を意図したものでない限り，用語は，例えば，定義，リンク，

参照，用語集を追加して説明しなければならない。 

システムの使用情報が他の様々な供給者からの文書を含んでいる場合は，全ての文書の全ての用語の一

安全に正しく使用するために， 
次の指示に従うこと。 
将来読むときのために保管すること。 
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貫性を常に達成することは不可能である。この場合，供給者は，対象者が異なる文書の異なる用語を容易

に関連付けられるように，異なる用語の意味を説明しなければならない。 

7.6 頭字語，略語及び専門用語 

使用が避けられない頭字語，略語及び専門用語で，対象者が容易に理解できないものは，一覧を表示し

て説明しなければならない。 

7.7 安全標識，図記号及びマーキングの説明 

対象製品及びこん包上に表示された安全標識，図記号，絵文字及びマーキングについて説明しなければ

ならない。 

7.8 製品の記述 

7.8.1 概要 

使用情報は，製品を使用することが意図された状況において対象者が製品の基本機能を理解可能なよう

に，対象製品の概要を含まなければならない。その範囲内で製品を使用することが意図された技術的限界

及び条件を含めて，製品の意図する使用を明確かつ曖昧さがないように記載しなければならない。 

7.8.2 視覚化 

対象者が製品及びその主要機能を識別することを助けるために，概要に加えて，対象製品の視覚化を行

うことが望ましい。 

7.8.3 仕様 

製品の記述には，該当する場合，次の仕様を含まなければならない 

a) 測定値一式（例えば，質量，容積，性能） 

b) 電気定格に関する情報（例えば，入力電圧） 

c) エネルギー消費，エネルギー効率評価，絶縁カテゴリ及び IP コードに関する情報 

注記 IP コードは，JIS C 0920 で定義されている。 

d) 通信インタフェース及び通信プロトコル 

e) ガス供給（例えば，ガス種，圧力），給水，並びに清浄剤，潤滑剤及びヒューズのような品目に関する

その他の関連情報（例えば，種類，定格値，特性）」 

f) 規定の状況下での使用する放出ノイズレベル，廃棄物排出率のような副生物 

g) 電磁両立性（EMC） 

h) 意図した使用者の種類に関する記載及び，特にアクセシブルデザイン製品の場合は，使用者が従うべ

き特別な注意事項の明確な記載 

注記 アクセシブルデザインについては，JIS Z 8071:2017 2.19 を参照。 

i) 対象製品が適合する規格，並びに法律及び規制による義務 

j) 対象製品の意図する使用及び合理的に予見可能な誤使用についての注記 

k) 関連構成部品に適用可能な操作器及び表示器の記載 

l) 周囲温度又は湿度のような許容環境条件  

m) 対象製品が，例えば，安全上の理由，品質，経済性などのために意図した限定的な設計寿命をもつ場

合，製造年，有効期限及び使用時間数の制限に関する情報 

製品の詳細仕様に関する原則及び方法については，IEC 62569-1 を参照。 
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7.9 供給される附属品，消耗品及び予備品 

7.9.1 製品と共に供給される附属品 

供給される各附属品に必要とされる次の全ての情報を，使用情報に含めなければならない。 

a) 名称，部品番号 

b) 対象者が，附属品を識別できて，どこに取り付けるかが分かるような図表 

c) その機能及び目的の記述 

d) 例えば，図表付きなどの附属品の設置に必要な情報，，その使用方法の情報 

e) 交換品を注文するために必要な情報 

7.9.2 消耗品 

消耗品が必要な場合は，次の全ての情報を使用情報で提供しなければならない。 

a) 消耗品の説明及び推奨量，並びに，該当する場合は，供給者のモデル名又は部品番号，及び一般名 

b) 消耗品の位置又は消耗品へのアクセス手段を示した図表（できれば，分解図によるもの） 

c) 取り外し及び交換又は補充に関する情報 

d) 消耗品の廃棄に関する情報及び 

e) 消耗品が使用できなくなる時点に関する情報，例えば，材料劣化の兆候，保管時間の超過，許容使用

回数 

7.9.3 予備品 

交換部品をもつ製品の場合は，予備品のリストを提供しなければならない。次の情報を，予備品ごとに

適切に提供することが望ましい。 

a) 対象製品上で使用されている形式での，名称，識別及び製造番号 

b) 供給者の部品番号又は型式番号及び版番号，並びに，a)で記載したものと異なる場合は，商標付きの

部品の名称，参照名及び版番号 

c) 部品及びその位置に関する図表，できれば分解図によるもの 

d) 予備品に対する供給源及び代替供給源 

e) 供給者又はサービス提供者によって補修サービスが提供される部品 

f) 産業システムの場合，構成部品及び予備品が交換部品として利用可能な場所に対する，IEC 81346-1 に

従った識別 

g) 別の文書に示されていない場合は，予備品の製造年又は部品の保有期間  

h) 予備品の廃棄に関する情報 

7.10 対象製品の設計寿命期間に必要な使用情報 

7.10.1 一般 

法的要求事項，安全性又は技術的理由によって，非熟練者による対象製品の設置，操作又は保守が禁じ

られている場合，そのことを使用情報で明確にしなければならない。その場合，必要な資格，力量及び技

能は，使用情報に明確に記述しなければならない。 

7.10.2 対象製品の再こん包 

該当する場合，使用情報は，再こん包の際に留意が必要な特別な注意事項に関する情報を含めなければ
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ならない。 

7.10.3 対象製品の輸送及び保管 

該当する場合，使用情報は，輸送及び保管中の対象製品の保護並びに人の安全性に対する情報を含まな

ければならない。例えば 

・ 寸法，質量及び重心 

・ 損傷を与える衝撃を防止できて，使用者の負傷を回避する助けとなる，吊上げ，取り扱い及び輸送

の方法（例えば，握る位置の指示，固定用ねじを明示する） 

・ 例えば，湿度，平置き，直射日光の遮蔽，関連する周囲条件を伴う保管要求事項 

・ 使用前後の輸送における対象製品の保管 

・ 予期せぬ衝撃に対して対象製品を固定する方法 

7.10.4 対象製品の設置 

該当する場合，使用情報は，次の設置に関する情報を含まなければならない。 

a) 使用前に製品自体若しくはこん包が損傷を受けたか又は誤って開封してしまった場合にすること 

b) 輸送のためのこん包の固定具及び運搬用クランプの取り外しの方法 

c) 開こんの手順（こん包の外側に示す），並びに保護及び保存のためのこん包を外して安全に廃棄するた

めの手順 

d) こん包内の品目のチェックリスト 

e) 使用，保守及び修理に必要な最小空間 

f) 配置図 

g) 相互接続図又は相互接続表 

h) 組立て及び設置条件（耐震留意事項を含む） 

注記 自己組立製品については，7.12 を参照。 

i) 対象製品を電源，給水源，排水及びその他の補助供給源に接続する方法，注意事項及び法的規制  

j) 製品が適切に設置されており，安全に，かつ供給者が意図したように動作することの確認 

非熟練者による設置を禁じている場所に製品が供給される場合，使用情報は，設置が特殊な専門知識を

必要とすることを明示し，必要な専門知識を規定しなければならない。 

7.10.5 対象製品のコミッショニング 

使用情報には，対象製品を正常に動作可能な状態で引き渡す前の，対象製品のコミッショニングに必要

な情報を含まれていなければならない。 

7.10.6 対象製品の改造 

対象製品の改造が認められていない場合，この制限を，考え得る改造結果に関する情報と共に，使用情

報に明記しなければならない。これらの結果は，保証及びサポートサービスへのアクセスの無効化を含む

ことがある。 

対象製品の改造が認められている場合，使用情報は，こうした改造を行う方法を明確に記載及び図解す

るか，又は対象者に関連情報源を提供しなければならない。 

7.10.7 対象製品の操作 



 
Z 82079-1：0000 (IEC/IEEE 82079-1：2019) 

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

7.10.7.1 一般 

使用情報は，次を含めなければならない。 

a) 正常操作  

b) 例外的及び緊急的事態 

7.10.7.2 正常操作 

該当する場合，使用情報は，次の事項を取り上げなければならない。 

a) 主機能及び安全上の注意事項の理解を明確化又は強化する図表 

b) 対象製品をいつどのように使用するかに関する情報 

c) ローカル操作又はリモート操作に関する情報，及び，これらの操作の切替方法に関する情報 

d) 手動操作及び自動操作に関する情報，並びにこれらの操作モードの切替方法に関する情報 

e) 対象製品の操作の開始及び停止の手段 

f) 毎回の通常使用に先だって必要な初動操作，点検，調整又は調節 

g) 機能不良の発見及び是正  

h) 廃棄物に関する推奨事項 

操作制御に関する情報は，適宜，次に関する操作状態の指標を説明しなければならない。 

1) 正常操作 

2) 危険状態に達する前に，システムが自動的に安全操作モードに切り替わったことを示す表示 

3) 現在の操作状況 

4) 制御システム自体が故障したときにすべきこと  

5) システムが手動モード，ローカルモード又は自動モードのいずれであるか 

注記 ユーザガイダンスシステムのソフトウェアに関する文書類については，IEC 61506 を参照。 

7.10.7.3 例外的及び緊急的事態 

該当する場合，使用情報は，次の事項を含まなければならない。 

a) 電力，冷却及び制御機能の予期しない遮断，又は他の緊急事態があった場合にとるべき処置の順序 

b) 故障の表示及びその場所 

c) 介入後の再起動 

d) 火災の場合に使用すべき消火装置の種類 

e) 予見可能な有害物質の放出，漏出又は分解，並びに関連して起こりうるハザードの警告及び危害を回

避するための注意事項  

f) 対象製品の使用によって生じるおそれがある，例えば，毒性ショック，てんかん発作，火傷，予見可

能な急性疾患に対して推奨される応急処置及び，その後に受けるべき専門的治療に関するアドバイス 

7.10.8 対象製品の故障表示及び警報装置信号 

正常操作及び異常操作の認識可能な表示，並びに警告装置からの信号の認識を，対象製品を操作しなく

てもアクセス可能な指示情報で説明しなければならない。 

差し迫った損傷のリスク若しくは切迫した危険を示すための信号又は表示は，容易に理解でき，明瞭で

なければならない。 

7.10.9 対象製品の信号の意味 
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点滅指示器，色の変化又は音響信号のような，信号の意味が，対象者に容易に認識され，理解されるよ

うに説明しなければならない。 

注記 信号標識の例は，IEC 60073，ISO 7731，ISO 11429，ISO 15006，ISO TR 16352 に示されている。 

7.10.10 非熟練者及び熟練者による対象製品の保守 

7.10.10.1 一般 

非熟練者及び熟練者が実施可能な保守に関する個別の情報を，できれば個別の情報製品又はトピックと

して提供しなければならない。 

7.10.10.2 非熟練者による保守 

非熟練者が保守を実行することが認められる場合，使用情報は，適切な図表を伴うこれらの作業の説明，

並びにこれら作業の特徴及び頻度の説明を含まなければならない。 

一部の保守作業を他の作業より頻繁に（例えば，毎日）実施する必要がある場合は，それを定期的な（短

期及び長期の）保守及び検査の活動と区別しなければならない。 

例えば，適切な化学物質，クリーニングクロス，ブラシのようなクリーニング用の材料及び道具につい

ても規定しなければならない。不適切な材料及び道具を使用したために生じ得るリスクは，明確に規定し

なければならない。 

非熟練者が試みるのが望ましくない保守作業がある場合は，その作業を特定し，また技術サポートが得

られる供給者又はその他への連絡方法について情報を提供しなければならない。 

7.10.10.3 熟練者による保守 

熟練者による保守作業に関する情報は，次の全てのものを含めなければならない。 

a) 検査の特徴及び頻度 

b) 操作中又は稼働中の装置に対して行われる保守作業に関する安全上の注意事項及び警告 

c) 保守を効率的に実施可能なようにするための図面及びダイヤグラム 

d) 警告装置の定期点検 

e) クリーニング方法の詳細 

f) 必要な道具及び材料 

g) 対象製品の構造部品の腐食若しくは弱体化から生じる安全上のハザード又は問題点 

h) 計画された定期的保守のスケジュール，又は関係するシステム及び構成部品の状態監視の結果に基づ

く予測保守，あるいはこれら両方の組合せ  

i) 供給者又はその他の技術サポート提供者の詳細な連絡先 

7.10.11 複雑なシステムの保守 

工業プラントのような複雑なシステムの総合的な保守手順及びサービス手順は，主要な構成部品の保守

手順とサービス手順とを組み合わせて作成することが望ましい。 

製品保守には，間違いを防止又は是正する手順が含まれる。要求される又は予想されるシステムの信頼

性及び可用性を考慮して，システムでは，保守情報に，各種サブシステム及び構成部品の他にシステム全

体を含む。 

保守情報は，次のことを含まなければならない。 

a) 全面的又は部分的な遮断のような，保守の実施に対する安全上の注意事項  
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b) 非常脱出の手段を含む，保守実施のためのサブシステム又は構成部品にアクセスする手順 

7.10.12 非熟練者及び熟練者による対象製品のトラブルシューティング及び修理 

7.10.12.1 一般 

非熟練者及び熟練者による対象製品のトラブルシューティング及び修理に関して，個別の情報を，でき

れば，個別の情報製品又はトピックとして提供しなければならない。 

供給者又はその他の技術サポート提供者の詳細な連絡先は，対象製品を操作しなくても参照可能な形式

で提供することが望ましい。 

7.10.12.2 非熟練者によるトラブルシューティング及び修理 

非熟練者が対象製品を修理することが許可される場合，次のいずれの情報も提供しなければならない。 

a) 人への危害又は対象製品への損害のリスクのない修理方法 

b) 修理後にテストが必要な場合のテスト方法。 

使用情報には，非熟練者が修理を試みることが合理的に予想される故障のタイプについて，適切な図表

を添えたトラブルシューティングガイド又はよくある質問（FAQ）リストを含めてもよい。 

7.10.12.3 熟練者によるトラブルシューティング及び修理 

熟練者が対象製品を修理することを許可される場合，次のいずれの情報も提供しなければならない。 

1) 修理方法 

2) 修理後にテストが必要な場合のテスト方法。 

該当する場合，次の情報を提供しなければならない。 

a) 故障の識別及びその場所に関する表示のリスト 

b) 正常操作に関する表示のリスト 

c) 故障の発見を補助する組込み診断システムの説明 

d) トラブルシューティングを効果的に実施できるようにする図面及びダイヤグラム 

e) 装置の機能不良を指摘し，異常な症状及び兆候を指摘し，警報及びトリップの作動を記録するための

指示 

f) 待機システム又は代替システムを起動し，機能不良のユニットを停止して切り離すための指示 

g) 修理及び調整 

h) トラブルシューティング手順の補助手段。例えば，機能別の保守システム，順を追った故障診断，ア

ルゴリズム，複雑なシステムの場合の故障のツリー図，コンピュータによる故障診断 

i) 試みるのが望ましくないトラブルシューティング作業及び修理作業の明確な定義 

j) 技術サポートが得られる供給者又はその他の詳細な連絡先 

7.10.13 非熟練者及び熟練者による対象製品の部品交換 

7.10.13.1 一般 

非熟練者及び熟練者による対象製品の部品交換に関して，個別の情報を，できれば個別の情報製品又は

トピックとして提供しなければならない。 

供給者又はその他の技術サポート提供者の詳細な連絡先を提供しなければならない。 

7.10.13.2 部品交換に関する情報 
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部品の交換が認められる場合，次の全ての情報を提供しなければならない。 

a) 人に危害又は製品に損傷を与えることなく交換する方法 

b) 何らかのテストが必要な場合は，交換後のテスト方法  

c) 予備品の供給者 

意図された製品の設計寿命にわたりラベルの再貼付が必要な場合，ラベルの位置及びその交換に関する

情報を提供しなければならない。 

7.10.14 対象製品の分解，リサイクル，廃棄 

7.10.14.1 一般 

使用情報は，製品の分解，リサイクル又は廃棄についての情報を提供しなければならない。 

7.10.14.2 分解 

対象者による分解が許可される場合，安全性及び環境への配慮を考慮した情報を提供しなければならな

い。 

7.10.14.3 リサイクル 

製品又はその構成部品のリサイクルに特定の手順が必要な場合は，その情報を，適切な法的要求事項及

び基準に従って提供しなければならない。 

7.10.14.4 廃棄 

廃棄に関する情報は，環境及び安全性への配慮，並びに法的要求事項を考慮して提供しなければならな

い。 

ソフトウェアのようにデータ又は知的財産を含む製品の場合，供給者は，使用情報の中で，次の全ての

点を明らかにしなければならない。 

a) 廃棄に関する責任 

b) 保存データ及び IT 資産の所有権の決定 

c) データ及び IT 資産を除去及び保存する手順，又は破壊する手順 

d) リサイクル前にデータ保存装置からデータが除去されていること，又は物理的に装置を破壊している

ことを確認する手順 

7.11 安全に関する情報 

7.11.1 安全に関する情報の種類 

3 種類の安全に関する情報を個別に識別しなければならない。 

a) 安全標識及び製品安全ラベル 

b) 安全表記 

c) 警告メッセージ。 

使用情報には，対象製品を使用する際の安全に関する制限事項を示さなければならない。 

製品の意図した安全使用のための情報には，次の全ての安全情報を含めなければならない。 

1) 意図した環境 

2) アプリケーションの種類 

3) 必要な工具 
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4) 設置又は起動する製品の保護機能 

5) 製品の安全な使用及び廃棄 

6) 使用材料及び消耗品 

7) 製品の許可された改造の識別  

8) 製品を安全な状態に維持し，かつ安全に廃棄するための手順 

7.11.2 安全に関する情報の場所 

安全表記は，使用情報の冒頭の別の箇条又は項に示さなければならない。この箇条又は項は識別されな

ければならず，内容の重要性を強調する見出しを付けなければならない。 

注記 1 目次の前に安全表記を置く必要はなく，通常は役に立たない。 

手順説明では，ハザードにさらされる可能性がある文脈において，警告メッセージを示さなければなら

ない。 

個人用保護具が必要な場合は，その情報を，次の場所に記載しなければならない。 

a) 個人用保護具を必要とする作業に対する，手順説明の冒頭 

b) 該当する場合，こん包及び製品上 

注記 2 製品関連規格及び法的要求事項には，追加要求事項を含む可能性がある。 

7.11.3 特定の対象者に対する注意事項 

特に脆弱な対象者に対するハザードを，使用情報の初めの部分で明確にしなければならない。このよう

な情報は，目立たせて強調しなければならない。脆弱な対象者には，次の人々が含まれることがある。 

a) 子供 

b) 高齢者 

c) 障害のある人 

d) 電気制御式医療機器を装着する人 

e) 特定の化学物質にアレルギー反応を起こす人 

f) ストロボ照明作用に敏感な人 

対象製品の使用によって，心臓ペースメーカーのような電気制御式医療機器に影響が及ぶ可能性がある

場合は，適切な警告を設けなければならない。 

対象製品の使用から生じることが知られている医学的な有害症状を認識するための，及び，どのような

予防処置又は治療を行ったらよいかを理解するためのアドバイスを使用者に与えなければならない。 

7.11.4 安全表記 

安全表記は，少なくとも潜在的なハザードを示さなければならない。該当する場合はその原因，その原

因を避けないことによって生じる結果，及びそうしたハザードを回避する方法を示さなければならない。 

安全表記は，それを読むことの重要性を強調する一般的な記述から始める。 

例 予想される危害を避けるため，これらの指示を読み，従うこと。 

安全表記は，次の点を網羅する情報を含まなければならない。 

a) 適切な図解を伴ったハザードの識別で，次を含む。 

1) 合理的に予見可能な誤使用 

2) 推奨できない製品の改造 
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3) 摩耗又は損傷の影響で製品が安全に使用できなくなる時期 

4) 密封されたハザードを含む放射，例えば，電離放射線源，レーザ（IEC 60825-1 による），マイクロ

波，紫外線，赤外線，致死的電圧 

5) 発がん性，突然変異性若しくは生殖毒性のある物質，又は人の健康に対する考え得るハザードの科

学的証拠のあるその他の物質 

6) 放出音圧レベル 

b) 安全でない使用によって生じる可能性のある有害な結果 

c) 防護服又は防護メガネのような安全措置（ハザード回避手段），教育訓練，技能又は年齢による製品を

使用できる人の制限，製品の管理策及びメッセージの遵守，安全標識及びラベル，キー及びパスワー

ドの保管 

d) 緊急時の手順及び緊急用装置の使用を含む，ハザードにさらされる状態からの回復 

7.11.5 警告メッセージ 

7.11.5.1 一般 

警告メッセージは少なくとも潜在的なハザードを示さなければならない。適切な場合はその原因，その

原因を避けないことによって生じる結果，及びそうしたハザードを回避する方法を簡潔に示さなければな

らない。各警告メッセージは，手順説明の最初のステップの前に置くか，又は関連するステップの直前に

組み込まなければならない。ハザードの結果又は回避措置に関する情報が対象者に容易に理解される場合，

この情報は警告メッセージそのものでは省略してもよい。ハザード回避方法に関する警告メッセージは簡

略でなければならない。該当する場合は，使用情報内の他の箇所で，詳細な安全手順を提示することが望

ましい。 

注記 一つの警告メッセージの中で，関連する複数のハザードを取り上げることが可能な場合もある。 

7.11.5.2 デザイン 

警告メッセージのデザインは一貫していなければならず，また警告メッセージは目立ち，人目を引くよ

うにしなければならない。次の全ての点を考慮しなければならない。 

a) シグナルワードで始める 

b) 文及び図表を必須事項に限定する 

c) 警告メッセージの場所，内容及びスタイルを目立たせる 

d) 対象者及びハザードに暴露されるその他の人々が，使用中の場所から，適時，警告メッセージを見ら

れるようにする 

e) リスクアセスメントで決定されたように，警告メッセージを配置する。 

7.11.5.3 人への危害に関するシグナルワード 

シグナルワードを使用することが望ましい。 

例 シグナルワードは，ISO 3864-2 では，次のように定められている。 

危険：回避しないと死亡又は重度の傷害につながり得る，切迫した危険な状況を示すために使用す

るシグナルワード 

警告：回避しないと死亡又は重度の傷害につながり得る，潜在的に危険な状況を示すために使用す

るシグナルワード 

注意：回避しないと軽度又は中度の傷害につながり得る，潜在的に危険な状況を示すために使用す
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るシグナルワード 

ただし，こうした区別は微妙すぎて，行動に影響を与えない（又は，翻訳不可能な）場合がある。状況

によっては，“DANGER OF DEATH”（死の危険），“RISK OF BLINDING”（視力を失う危険）又は“BEWARE 
OF FUMES”（有害ガスに注意）のようなシグナルフレーズの方が，特定の指示又は安全情報にとって，シ

グナルワードよりも強く注意を喚起する，という点で効果的な場合がある。 

7.11.5.4 財産の毀損に関するシグナルワード 

対象製品（又はその他の財産）に対する潜在的な毀損リスクは，潜在的毀損又は注意事項に適した

“NOTICE”（注記）， “ATTENTION”（注意）又は“TAKE CARE”（気を付けよ）のような，他のシグナ

ルワードで示すことが望ましい。 

7.11.6 クイックスタートガイドの安全に関する情報 

クイックスタートガイドは，クイックスタートガイドに記載された作業に関連した全ての安全上重要な

情報を含んでいなければならない。これらはまた，使用者に，使用情報の補足的な安全に関する情報を，

なぜ，そしていつ，読む必要があるのかを通知するものでなければならない。 

クイックスタートガイドは，取扱説明書の中の安全に関する詳細な情報への言及を含まなければならな

い。この言及は明確であり，またクイックスタートガイドの冒頭に，一般的な警告標識（ISO 7010-
W001:2011-05）又はシグナルワードと共に，明確に提示されなければならない。言及する文には，一般的

な安全メッセージを守らない場合に起こり得る結果を記載しなければならない。 

7.12 自己組立製品の組立説明書 

自己組立製品の組立説明書は，組立動作に対応する図表及びテキストを同一視野に配置し，，1 ステップ

ずつ順を追って示さなければならない。必要に応じて，指示情報又は助言情報，及び警告を提供しなけれ

ばならない。追加の組立て支援ガイダンスを，例えば，ビデオ実演のような別の媒体で提供してもよい。

使用情報は，各組立ステップについて，次のように説明を明記しなければならない。 

a) 当該ステップに関する構成部品及びその他の部品 

b) 構成部品がどのように位置合わせされ，方向付けされるか 

c) 構成部品を整形，装着又は結合するために，組立て者が実施する必要のある行動 

d) 適切な必要工具 

e) 当該ステップの間にとるべき安全上の注意事項又は回避すべき予見可能なミス 

f) 構成部品の正しいはめ合い及び装着が必要な強度をもつことの確認方法 

消費者には，写真又は二次元の図よりも，三次元の図で図解された組立動作の方が理解しやすいと感じ

られる。構成部品を位置合わせする方向，又ははめ合い点への移動の必要がある方向は，通常，矢印で示

すことが望ましい。 

組立て又は設置に特殊な技能を必要とする場合，“電気工事士資格者が組み立てること”又は“大人によ

る組立てが必要”のような警告を使用して，使用情報の中で明確に指示しなければならない。 

組立者による予見可能なミスで，完成製品の安全性－又は組立て中の人の安全性－を損ない得るものは，

リスク管理（6.2.7 参照）の対象としなければならない。説明がこれらのリスクに適切に対処しているかど

うかの査定には，ユーザビリティテストを含むことが望ましい。6.3.3 も参照。 

7.13 複雑なシステムに関する使用情報 

複雑なシステムの関連する構成部品の構成は，各サブシステム及び構成部品の使用情報を超えて対処す

べき新機能及び条件を提供する。 
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複雑なシステムの場合，全体としての各システムは，使用情報を含まなければならず，それには全体の

システムレベルでの使用制限及び安全表記が含まれる。操作作業の場合，システムに関する手順の説明は，

システムの構成部品の関係性を記述するだけでなく，使用者の作業も示すような構成でなければならない。 

注記 IEC 81346-1 は，サブシステム及び構成部品の説明に従った複雑なシステムの構造説明の一つの

方法を示している。 

7.14 情報セキュリティ及びデータプライバシー 

7.14.1 一般 

製品がデータを含んでいる場合，供給者は，データの機密性，完全性及び可用性を紛失又は悪用によっ

て損なわないようにするための機能に関する説明を含めなければならない。遠隔制御製品又はネットワー

ク接続製品の場合，使用情報は，デフォルトのパスワードの変更のような悪用又は不正アクセス（ハッキ

ング）を防ぐ機能を含まなければならない。 

例 個人データの保護又は開示のための，使用者が制御する製品の設定 

7.14.2 取り扱いに注意が必要なデータのアクセス制御又は保護のための機能 

情報の作成，交換，配布又は保存を行うときは，情報保護又は保証が得られる最も一般的な方法を考慮

しなければならない。 

これらは，次のとおりである 

a) 暗号化：許可されていないアクセス又は盗難からデータを保護するソフトウェアベースのセキュリテ

ィ確保手段。ただし，情報が悪意のあるプログラム又は侵入者によって破損されて，情報が回復不能

になることがある。ハードウェアによるセキュリティ確保は，データへの読み書きを防止することが

可能なため，保護する仕組みを提供する。 

b) バックアップ：別のソースから失ったデータを回収するために使用される。したがって，バックアッ

プシステムを備えていることが重要である。 

c) データマスキング：情報セキュリティが維持されており，機密情報が無許可者に開示されないことを

確実にするために，データベーステーブル又はセル内の特定データを隠す（マスキング）プロセス。 

d) データ消去：資産を廃棄したり又は再利用したりするときに，機密情報が漏洩しないことを確実にす

るために，ハードドライブ又はその他のデジタル媒体上に存在する全ての電子データを完全に破壊し，

情報を上書きする方法。 

情報のデータセキュリティの問題を検討するときは，ISO/IEC 27002 を考慮することが望ましい。 

7.15 訓練 

対象者の訓練が必要な場合は，その旨を使用情報に規定しなければならない。 

8 使用情報の構造 

8.1 一般 

使用情報は，ユーザビリティ及び分かりやすさを高めるような構成にしなければならず，使用可能な場

合には，容易な検索，便利なナビゲーション及び明瞭な内容の理解を可能にする機能を備える。 

一般の使用情報が冗長又は複雑になりそうな場合，使いやすい部分に明確に分割して，一貫した体裁と

しなければならない。 

例えば，設置者及び修理技師のような明確に異なる対象者がいる場合，使用情報は幾つかの章又は項に
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分けることが望ましい。 

複数の文書で構成される印刷された使用情報の場合，表紙又は背表紙に示す情報は文書間の区別が容易

になるようにしなければならない。 

注記 構成及び文書類に関する詳細は，IEC 81346-1 及び IEC 62023 に示されている。 

 

補足情報を提供する場合，使用情報の目立つ場所に補足情報を示してもよい。 

補足情報が利用可能な場合，使用情報は，補足情報にアクセス可能な場所，例えば，補足情報を含むウ

ェブサイトへのリンクを提供可能である。 

一つのシステムが，様々な供給者からの異なる要素で構成されることがある。このようなシステムの供

給者が自己のシステムのために使用情報を開発する場合，供給者は，提供された使用情報の要素を使用情

報全体の一部として統合することが可能である。 

複数の供給者からの情報を統合するときは，次の全ての点を考慮しなければならない。 

a) 一貫した文書の付番 

b) 使用情報の統合方法，例えば，文章の統合，内容の改訂，ソース文書との相互参照，ソース文書内の

特定の部分 

c) 用語の一貫性の維持又は相互参照の利用 

8.2 情報の種類 

使用情報は，その機能構造に従って，次のような，既定義の情報の種類に割り当てることが望ましい。 

a) 概念情報。この情報の種類は，次のものを含む。 

1) 使用情報そのものについての情報 

2) 製品及び構成部品の説明及び識別 

3) 制御及び表示の説明 

4) プロセス説明（ユースケース又は操作の概念） 

5) 安全表記 

b) 指示情報。この情報の種類は，次のものを含む。 

1) 手順説明（例えば，組立て，設置，保守作業用） 

2) 警告メッセージ（手順の一部として） 

c) 参照情報。この情報の種類は，次のものを含む。 

1) 表紙情報 

2) 法的に要求される情報 

3) トラブルシューティング 

4) 保守スケジュール 

5) 目次 

6) 用語集 

7) 索引 

8.3 構造化 

8.3.1 一般 
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構造化とは，この規格の原則及び詳細な要求事項に従って，情報モデル又は枠組みに情報を割り当てる

ことである。使用情報は，次の情報の全てのレベルで構造化しなければならない。 

a) 一群の情報製品（情報製品が複数ある場合） 

b) 情報製品 

c) 情報の種類 

一貫性のある構造化を確実にするために，規則を定めて，使用情報に適用することが望ましい。 

注記 構造化は，文，図，メディアオブジェクト及び特定のオブジェクト型のマークアップのような要

素にも適用可能である。 

構造化のための適切な規則を，適用可能な限り，各レベルで適用しなければならない。 

8.3.2 情報モデルの使用 

内容の構造化に関しては，次に列挙する三つのアプローチがあり，その一つを使うことが望ましい。 

a) 構造化の方法を用いて，情報モデルを開発する 

b) 既存の情報モデル（例えば，オープンソースの情報モデル）を使用する。  

c) 構造化の方法を用いて，既存の情報モデルを適用させる。 

8.3.3 主要基準の使用 

構造化の際は，対象製品，情報製品及び対象者のような要因によって，主要基準を選択することが望ま

しい。主要基準の例を，表 2 に列挙する。 

表 2－構造化の基準 

基準 トピックの細分化及び配置に関する考慮事項 
タスク タスクが実施される順序 
製品 製品の機能又は要素 
製品のライフサイクル ステージ（例えば，輸送，設置，操作，サービス，修理，廃棄） 
対象者 対象者の情報ニーズに従った情報のセグメント化 
認識 重要事項を最初に，単純なものから複雑なものへ配置 
パラメータ 参照のためのアルファベット分類又は五十音分類（例えば，パラメータリスト，索引） 

8.3.4 手順説明の詳細な構造 

8.3.4.1 一般 

 手順説明は，予備情報，手順ステップ及び完了情報を含まなければならない。 

8.3.4.2 予備情報 

 予備情報は，次の全てのものを含まなければならない。 

a) 手順の目的の簡潔な概要及び，他では触れられていない必要な概念又は説明。 

b) 作業開始前に要求される技術的又は管理上の活動の特定 

c) 作業を完遂するために対象者が必要とするリソースのリスト（このリストには工具，他の人々，デー

タ，文書，パスワード又は追加のソフトウェア若しくは装置を含んでよい）  

d) 手順全体に適用される関連する警告，注意及び注記 

 幾つかのステップに共通する予備情報は，重複を避けるために，グループにまとめて，一度に提示する

ことが可能である。 

8.3.4.3 指示ステップ 
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 指示ステップは，アラビア数字で付番して，実施順序で提示しなければならない。 

 関連する警告メッセージ及び注意事項は，該当する指示ステップの前に示さなければならない。 

 各ステップでは，一つの動作を提示する。指示ステップは，予想される結果又はシステム応答を明示し，

発生し得るエラーメッセージ及び回復手順を説明しなければならない。 

 冗長な又は複雑な手順説明は，分割することが望ましい。分岐ステップ又は反復ステップは，対象者が

どの分岐ステップ又は反復ステップを実施するか又は省略するか，また，どこで再び主要手順に戻るかを

判断可能なように明示することが望ましい。 

 注記には，参照情報（例えば，特殊コード，コマンド）を調べることが望ましいステップ，又は特別な

注意が必要なステップ，若しくはエラーがよく起こるステップを明示することが望ましい。 

 英語，フランス語及びその他の言語において，命令形があって，文化的に受け入れられている場合，指

示ステップは命令形を使用して対象者の行動を記載することが望ましい。 

 

8.3.4.4 完了情報 

 使用情報は，一連の手順説明の終わりを明示しなければならない。対象者が，手順が正常に完了したか

どうかを判断する方法を説明することが望ましい（これは，製品設計及びテストにおける考慮事項である

ことが多い）。また，それ以降の作業若しくはトラブルシューティングのような関連トピックへの参照又は

リンクを含んでいてもよい。 

 

8.4 ナビゲーション及び情報配信 

8.4.1 一般 

 使用情報は，8.4.2 及び 8.4.3 に規定するように，内容のナビゲーションを容易にする要素を含まなけれ

ばならない。 

 

8.4.2 印刷された使用情報のナビゲーション 

8.4.2.1 ページ番号の付け方 

 （印刷された）使用情報が 3 ページ以上で構成される場合は，ページに番号を付けなければならない。

(n)が当該ページの番号であり，(m)がページ総数である，n/m （m ページ中の n ページ）という付番を使用

してもよい。 

8.4.2.2 目次 

 12 ページを超える使用情報には，必要がないと証明できない限り，目次を付けなければならない。目次

に表示する見出し及びページ番号は，本文で使用されているものと同一でなければならない。目次は，対

象者が情報を効率よく見つけられるような十分な見出しの階層をもつことが望ましいが，4 階層を超えな

いことが望ましい。 

8.4.2.3 索引 

 使用情報が非常に長く複雑な場合は，五十音順のキーワード索引を含めることが望ましい。索引は，目

次に引用しなければならない。 

注記 索引についての詳細は，ISO 5963 に示されている。 



 
Z 82079-1：0000 (IEC/IEEE 82079-1：2019) 

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

8.4.3 動的な配信 

8.4.3.1 個別配信 

 可能であれば，特定の目標の達成又は特定の行動の実施に必要な特定の情報の一部だけを，対象者に表

示することが望ましい。さらに，対象製品に関する全情報は，別の方法で対象者に配信することが望まし

い。 

 使用情報のトピックが特定の対象者（例えば，支払い済み顧客，使用者グループ，使用者プロフィール）

に限定されている場合，情報配信システムは，許可された対象者だけにアクセスを制限することが望まし

い。 

8.4.3.2 状況依存性 

 状況情報（例えば，地理データ，音声データ，視覚的パターン）に個々の電子機器からアクセス可能な

場合，使用情報は，より詳細な情報を対象者に配信するために，対象者の同意の下で状況情報を使用して

してもよい。 

8.4.3.3 検索機能 

 電子的に提供される使用情報には，電子的な検索システムを提供しなければならない。検索機能は，少

なくとも，テキスト文字列検索を含まなければならない。検索機能は全文検索に基づくだけでなく，検索

アルゴリズム，分類法，類義語辞典及びその他の利用可能な技術によっても支援されることが望ましい。 

8.4.3.4 関連トピックへのリンク 

 適切な場合，電子的使用情報の各トピックは，別の関連トピックにリンクしてもよいが，リンク付けに

よって対象者が混乱させられたり，又は意欲をなくさせられたりすることがあってはならない。同一又は

類似のテーマを扱う異なる電子媒体（例えば，テキスト，ビデオ，聴覚要素）は，リンク又は相互参照さ

せて，該当する場合はまとまって使用可能なようにしなければならない。 

 外部リンク（URL）は変わりやすいとみなされ，参照する唯一の方法として用いてはならないが，追加

サービスとして供給されてもよい。 

 印刷された使用情報では，参照を容易にするために，関連情報に対する完全な URL を含めることが望ま

しい。 

9 使用情報の媒体及び体裁 

9.1 一般 

供給者は，使用情報の形式及び使用する媒体に対して編集スタイル規則を設定しなければならない。供

給者は，対象者の特徴に従って，またそのニーズに基づいて，使用情報の媒体及び体裁を決定しなければ

ならない。媒体及び体裁は，製品の意図されたライフサイクルを通じて，使用情報に容易にアクセス可能

なようにしなければならない。 

使用情報に対して考え得る媒体の例を次に示す。 

・ 文章，写真，安全標識，図記号及び図表 

・ ビデオ（オーディオ及び字幕のような補助手段を含む） 

・ 使用者が制御可能な動画及び 3D モデル 

・ 音声 

・ 点字，触覚図，信号又はその他の目に見える手のジェスチャ 
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・ 拡張現実（現行環境の電子的表現に組み込まれた情報） 

・ 仮想現実 

・ 上記の組合せ 

・ 文章及び図表の入ったリーフレット（例えば，紙，プラスチック），ステープラで留めたパンフレット

又は装丁したマニュアル 

・ こん包又は製品自体に印刷された（永久的マーキング又は剥がせるタブとしての）使用情報，及び印

刷版とレイアウトが一致するファイル交換形式によってディスプレイで読み取れる文書の印刷可能な

版 

使用情報のいずれかの部分がインターネット上で入手可能な場合，提示及び必要なナビゲーション方法

は JIS X 8341-3:2016 に適合することが望ましい。 

9.2 選択した媒体の耐久性 

対象製品上に印刷又は対象製品に刻印された使用情報は，対象製品の意図した設計寿命にわたって読み

取り可能な状態になければならない。 

製品のこん包上又は対象製品の添付資料だけに示される使用情報は耐久性のある形状でなければならず，

かつ対象製品の意図した設計寿命及び対象製品の使用が意図されている環境における頻繁な使用にも耐え

ることができなければならない。 

9.3 アニメーション又は動画の使用 

電子制御された一連の処理の持続時間，情報密度又は複雑さは，対象者に適応させなければならない。 

電子媒体の形状での使用情報は，対象者が実施しなければならない活動の順序に従わなければならない。

アニメーションシーケンスには，同期した音声若しくは文字，又はその両方を添えなければならない。 

広告又は販売促進的内容は使用情報から分けておかなければならず，そのような内容の閲覧が使用情報

を閲覧する前に要求されてはならない。 

複雑なプロセスを説明する必要がある場合は，視聴覚要素のシーケンスが，作業の特徴を理解すること

を助けることが可能である。 

9.4 場所及び可用性 

使用情報は，適宜，次の一つ以上の場所に記載しなければならない。 

a) 対象製品と一緒になったこん包の内部 

b) 対象製品上又は製品の中 

c) こん包上－ただし，こん包上だけに限らない 

d) 供給者又はその他が提供するウェブサイト 

e) 別途提供される付随文書 

設置，トラブルシューティング，修理，復旧活動の実施及び技術サポートへの連絡に関する情報は，対

象製品が動作していないときでも利用できる形態で提供されなければならない。 

使用情報が複雑な場合は，重要なメッセージが，上記で定めた場所の他に，対象製品上に，例えば，短

いリファレンスカード，リマインダーカード，ステッカー，図表，ラベルによって表示されることが望ま

しい。 

9.5 印刷可能な情報 

ページデザインは，印刷された文書及び印刷可能な電子文書に適用する。 



 
Z 82079-1：0000 (IEC/IEEE 82079-1：2019) 

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

ページデザインには，次のような考慮事項を含めることが望ましい。 

a) 通常のページサイズ（例，A3，A4，A5）に印刷するときの可読性 

b) 完全な情報を配布するために必要なページ数 

c) 写真，安全標識，図記号，ダイヤグラム及び表の数及びサイズ 

9.6 ユーザインタラクション及び検索機能 

電子媒体アプリケーションでは，必要な情報を，すばやく見つけ，理解し，及び適切な場合，印刷でき

るように，動的ナビゲーション及び表示装置を利用しなければならない。 

電子メディアのアプリケーションは，アプリケーション内での自由な移動を促進し，アプリケーション

の個々のセクションへのアクセスを可能にするナビゲーションシステム（できればツリー状のもの）を提

供しなければならない。現在地及び移動先の確認並びにシステムとの対話が可能となるように，メニュー，

ボタン，ハイパーリンク，パンくずリスト（breadcrumb trails）及びブックマークを提供しなければならな

い。 

注記 パンくずリスト（breadcrumb trails）は，ホームページから現行のページに導く表示された一連の

ハイパーリンクをもつナビゲーション支援であり，使用者が以前に閲覧したページに戻ることを

可能にする。 

電子媒体の情報は，検索可能でなければならない。検索機能によって，よくある同義語を見つけられる

ようにすることが望ましい。さらに検索機能は，よくあるスペルミスをした場合でも結果を示すことが望

ましい。 

9.7 ダウンロード可能な使用情報 

使用情報が電子的な形状でダウンロードされるように意図されている場合は，一般に使用されている機

器及びオペレーティングシステムによって表示可能な形式で提供されなければならない。この場合，使用

情報をダウンロード可能なサイトは，次のとおりでなければならない。 

a) 必要なソフトウェア，又は要求される閲覧ソフトウェアのダウンロードのためのリンクの，いずれか

を提供しなければならない。 

b) いつでもダウンロード可能なようにしなければならない。 

注記 詳細は，ISO/IEC/IEEE 23026 に示されている。 

9.8 対象製品の使用条件に対する適切性 

情報製品の媒体及び体裁を選択する場合は，対象製品の使用条件に対応しなければならない。表 3 に，

対象製品の使用条件に左右される，媒体選択のための考慮事項の例を列挙する。 

 疑義がある場合は，媒体の適切性を，現実的なシナリオの使用情報を使用してテストしなければならな

い。 

表 3－媒体選択のための考慮事項の例 

対象製品の使用条件 使用情報には不適切な媒体 
暗い環境 光源なしテキスト（紙，電子インク） 
騒音の多い環境 
耳の保護が必要な環境 

音声 

濡れる環境，湿気がある環境 
クリーンルーム条件 

紙 

 

9.9 体裁の一貫性 
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使用情報の全体にわたって，ユーザーインタフェース，データ要素，フィールド名，機能，ページ，ト

ピック及びプロセスに関して一貫した体裁を使用しなければならない。 

合意された書式規則は，使用情報全体に一貫して適用されなければならない。これらの規則には，色，

枠線，字下げ，字間，フォントの使い分けなどが含まれる。 

9.10 視認性，可読性及び分かりやすさ 

9.10.1 テキストのフォントサイズ並びに安全標識及び図記号の高さ 

テキストフォント，安全標識及び図記号は，印刷されているか，対象製品と統合されているか又は電子

化されているかに関係なく，対象者が明確に視認できなければならない。 

推奨する最小のテキストのフォントサイズ並びに安全標識及び図記号の高さを，表 4 に示す。表 4 に示

すテキストフォントサイズは，製品ラベルを含む印刷された資料に適用する。電子的な表示を拡大不可能

な場合は，同等のテキストサイズを使用することが望ましい。 

注記 文字フォント，フォントサイズ，コントラスト，行当たり文字数（ラテン文字の場合は約 70 文字）

及び行間隔（ラテン文字では活字サイズの 120 %以上）を含む，変数間の関係を最適化すれば最

良の視認性が得られる。 

 

太字，下線又は大文字及びイタリック文字のような手段を，強調のために使用する場合は，視認性を損

なわないように，これらの手段を注意深くかつ慎重に使用しなければならない。 

供給者は，視覚又は聴覚に障害をもつ対象者が使用情報にアクセスできる用意をしておかなければなら

ない。 
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表 4－推奨最小テキストフォントサイズ並びに安全標識及び図記号の高さ 
 
製品/ 
情報 
文書 

サイズ 

指示の 
場所 
及び 
役割 

明るい背景に 
高いコントラ

ストの暗色の 
テキスト 

低コントラストの

色又は 
黒地に白 

 
漢字 

その他の 
注記 

安全標識及び図記号 
記号一般 安全標識 

床 置 製 品

から1 mま

で の 距 離

か ら 見 る

指示 

重要な 
製品上の

マーキン

グ 

14 pt 太字 

BE68.3 
l,0QGO 
aeocld 

16 pt 太字 14 pt 太字 
 
電気 

規格 

視覚障害者が
30 cm~100 cm
の距離で標識

及びラベルが

読 め る よ う

に，特に開発

された大型の

印刷フォント

の使用を考慮

する 

規格/規制の要求による 
 
この他，注意を引き付ける必要

がある目視距離又は標識を認識

するのに必要な目視距離に従う 
 
重要な製品上のマーキングの場

合，15 mm 未満の高さは十分で

ない 

テキスト 14 pt 16 pt  
机 上 の 製

品 上 の 指

示，印刷さ

れ た マ ニ

ュ ア ル 又

は 単 葉 の

折 り た た

み 式 チ ラ

シ の 中 の

情 報 及 び

利 用 者 が

印 刷 す る

こ と を 意

図 し た 文

書 

重要な 
製品上の

マーキン

グ 

14 pt 太字 
BE68.3 
l,0QGO 
aeocld 

16 pt 太字 14 pt 太字 

電気 

規格 

見出し 12 pt 
BEFPR 
68.39l,0 
QGOC 
aeocld 

14 pt 

 

12 pt 
 

電気 

規格 
明朝体を使用

してもよい

（ただし，ゴ

シック体を推

奨） 

高さ 5 mm （又は

14 pt） 以上。 
例えば， 

 

高さ 10mm
以上： 
例えば， 

 

連続テキ

スト 
10 pt 
BEF68.39 
aeocld 

12 pt 10 pt 
電気 

規格 

14 pt 未満の連続テキスト中で

は図記号を使用しない 

手 持 ち 式

製 品 及 び

多 重 折 り

指 示 シ ー

ト 

重要な製

品上のマ

ーキング 

12 pt 
BEF68.39 
1,0QGOC 
aeocld 

12 pt 太字 

9 pt， 
行間 150 % 
電気 

規格 

高さ 5 mm 以上 高さ 10 
mm 以上 

見出し，

小数点 
10 pt 
BEFPR 
68.39l,0 
QGOC 
aeocld 

12 pt このレベル以

下では，ゴシ

ック体だけを

使用する 

5 mm 以上が望ま

しい 
非常に単純なら

4 mm/12 pt 

高さ 10 
mm 以上 a) 

 

連続テキ

スト 
9 pt 
BEFPR 
68.39l,0 
QGOC 
aeocld 

12 pt 未満のテキ

ストには推奨しな

い。 

電子的，オー

ディオ又は拡

大印刷媒体が

要求に応じて

利用可能であ

ることが望ま

しい 
（例えば，ウ

ェブサイト，

販売元から) 

14 pt 未満の連続テキスト中で

は図記号を使用しない。 

超 小 型 製

品 及 び こ

ん包（例え

ば，印刷可

能 面 積 が

10 cm2 未

満） 

マーキン

グ， 
見出し， 
警告メッ

セージ， 
小数点 

8 pt 
BEFPR 
68.39l,0 
QGOC 
aeocld 

8 pt， 
行間 120 % 
 
電気 

規格 

5 mm 以上が望ま

しい 
非常に単純なら

3 mm 
 

高さ 10 
mm 以上 a) 

連続テキ

スト 
6 pt 
BEFPR 
68.39l,0 
QGOC 
aeocld 

連続テキスト中では 10 pt 未満

の図記号を使用しない 

注記 “ポイント”（ここでは，“pt”と略す）という用語は，活字サイズ及び行間の大きさの単位である。様々な種類の標準があ

る。ただし，この規格で採用した“DTPポイント”は，0.353 mm又は1/72インチである。 

注a) テキスト警告を伴う一般警告標識（ISO 7010-W001 2011-05）を除く。警告標識マーキング      として5 mm以上及びテ

キストの見出し     として3 mm以上が許される。 

9.10.2 最大輝度コントラスト 
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印刷，浮彫り又は刻印した使用情報の場合は，輝度コントラスト （暗い部分の反射率に対する明るい部

分の反射率の比）が可能な限り高くなければならない。 

視覚表示端末に表示されたテキストのコントラストに対する要求事項は，ISO 9241-300 に従わなければ

ならない。 

9.10.3 製品上又はこん包上に示す使用情報 

製品上の使用情報の位置及びその表面と垂直面との角度は，意図した使用者の位置又は初めて製品に向

き合った位置から使用情報が容易に読み取れるようなものでなければならない。対象製品が特定のニーズ

をもつ対象者を対象としている場合は，このことを使用情報の位置を決定する際に考慮することが望まし

い。 

こん包上の使用情報は，こん包が直立姿勢の位置にあるときに見ることができて読み取れることが望ま

しい。 

対象製品の素材（成型品など）に使用情報を組み込むことは，耐久性及び生産性の面で有利であるため，

コントラスト及び視認性が損なわれるというデメリットと比較検討して判断することが望ましい。 

注記 一般に，対象製品の素材に包含する使用情報は，良品質の印刷物に比べて劣る結果となる。 

9.10.4 安全標識及び図記号の最小高さ 

安全標識及び図記号の最小高さを表 4 に示す。安全標識及び図記号の高さは，対応する製品の寸法上や

むを得ない場合を除き，これらの高さより小さくしないほうが望ましい。より低い高さは，対象者に対す

る安全上の結果の可能性を十分に考慮した上で採用することが望ましい。 

9.10.5 単純な言葉づかいに関する規則 

使用情報は,“一文一義”の原則に基づき，短い文の中に，シンプルで，明確で，直接的な語句で記載す

ることが望ましい。口語的表現並びに名称及び製品の特徴の一般的でない方言の表現は，避けることが望

ましい。 

9.10.6 情報セクションの機能 

情報セクション（例えば，製品の記述，トラブルシューティングに関する情報）の機能は，容易に識別

可能なことが望ましい。様々なタイプの情報を明確に識別することが望ましい。 

9.11 視覚化の使用 

9.11.1 図記号及び安全標識 

該当する場合，ダイヤグラム中の図記号は，JIS C 0617（規格群）及び ISO 14617 （規格群）に適合し

なければならない。フローチャートの記号は，ISO 5807 に適合しなければならない。図の概念が ISO 7000
又は IEC 60417 に登録された図記号で表される場合は，登録された図記号を使用しなければならない。 

注記 図面固有のダイヤグラムに関する規則は，IEC 61082-1，ISO 5807 及び ISO 15519-1 に示されてい

る。 

 

図記号及び安全標識は，安全情報を言語によらずに伝える手段である。使用情報では，ISO 7010 の登録

済み安全標識だけを使用しなければならない。 

安全標識は，ISO 3864 （規格群）に規定するデザイン原則（形状及び色を含む）に適合しなければなら

ない。 

ISO 3864 （規格群）で規定する安全色は，安全標識だけに使用しなければならない。 
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9.11.2 図表 

操作順序を記載する場合，文章及び図表は操作順序に従わなければならない。図表は可能な限り関連す

る文章の近くに配置して，その関連文章テキストに隣接して見ることができるようにしなければならない。 

図表に説明文が必要な場合は，文章を図表に隣接して配置しなければならない。図表の順序は論理的で

分かりやすいことが望ましい。関連する文章及び図表は，両方を同時に見ることができて，それぞれが相

互に分かりやすさを向上する助けになることが望ましい。 

図表は，対象文化圏の対象者に適したものであることが望ましい。図表は，重要な細部に注意を集中さ

せ，説明しやすいように構成することが望ましい。図表は，適格性のあるグラフィックアーティスト又は

テクニカルイラストレータによって，目的に応じて個々に選択又はデザインすることが望ましい。図表の

印刷品質又は画面解像度は，速やかに認識可能なようにすることが望ましい。72 dpi 未満の解像度は，明

瞭度を大幅に低下させる可能性がある。300 dpi を超える解像度が望ましい。 

9.11.3 図表の情報内容 

図表に，情報を過剰に盛り込むことは避けなければならない。図表は，通常，関連する機能の記載に対

する情報だけを提供することが望ましい。図表又はその詳細部分は，必要性に応じて，使用情報の適切な

箇所で繰り返すことが望ましい。 

9.11.4 説明文付き図表 

図表は，説明文で特定及び補足することが望ましい。図表と説明文とは，明確な関係性がなければなら

ない。関連する図表及び説明文は，同じ位置にあることが望ましい（例えば，説明文の上方に図表，又は

図表の上に説明文で，両方を混在させない）。説明文には，本体の文章から明確に参照可能なように番号を

付けることが望ましい。 

9.12 表の使用 

表は，明確に情報を与えるように，一貫したデザインで提示しなければならない。広範な参考表が附属

書に置かれる場合を除き，表は関連する文章の次に配置しなければならない。 

9.13 色の使用 

対象者に色覚異常のある人が含まれている場合，特定の情報セクションに注意を喚起するための補足的

手段としてのみ，色を使用することが望ましい。 

対象者が情報を単色プリンタで印刷する場合，対比色で示す情報は明瞭さを維持することが望ましい。 

9.14 アイコンの使用 

アイコンは，対象又は機能を一意的に表すことが望ましい。同じ対象又は機能に対しては，異なるアイ

コンを決して使用しないことが望ましい。同様に，異なる対象又は機能を，同一のアイコンで表現しない

ことが望ましい。アイコンがある項目の状態の変化を表すときには，その隠喩的な比喩表現は一貫して使

用されることが望ましい。 

注記 IEC 62744 は，対象製品の挙動に関する情報を提示するためのアイコンの使用法についての情報

を提供している。 

9.15 安全に関する情報への注意喚起 

9.15.1 一般 

安全に関する情報は，大きな又は異なるタイプのフォント若しくはサイズのシグナルワード（7.11.5.3 及

び 7.11.5.4 参照）で始め，色の使用，安全標識若しくは図記号，線，字下げ，又はその他の目立たせる手段
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のような方法によって強調しなければならない。 

ハザード又は使用上の制限に関する警告メッセージは安全の面から極めて重要であり，対象製品と合わ

せて発行する文書中のその他の情報と，少なくとも同等に際立たせて表示しなければならない。 

 

例 3 歳未満の子供には適さない。 

 

安全表記は，後続の資料が安全関連であることを示す見出しを付けて強調しなければならない。安全表

記は，使用情報の中で，対象製品の使い方を説明する前の目立つ位置に配置しなければならない。印刷さ

れた使用情報では，安全表記は，輸送，組立て，操作などの情報を示すよりも前，かつ冒頭部分に表示し

なければならない。 

警告メッセージが手順のステップとステップとの間に組み込まれる場合は，警告メッセージの形式（特

に，過剰な強調）によって対象者の情報読み取りが妨げられないことが望ましい。 

画面に表示される警告メッセージは，関連する期間全体にわたって視認できなければならない。表示さ

れた警告メッセージは，表示が消される前に，使用者の確認を要求してもよい。 

安全に関する情報を伝えるための図表は，情報を目立たせるために色，形状，位置決め又はその他の手

段を使用しなければならない。該当する場合，主要なメッセージを強調するために，安全標識及び図記号

を使用することが望ましい（9.11.1 参照）。 

9.15.2 耐久性及び視認性 

警告メッセージは，対象製品の意図した設計寿命期間，視認性がなければならない。警告メッセージで

色を使用する場合は，使用情報の作成中に変色及び退色を避けるようにしなければならない。 

10 専門的適格性 

10.1 一般 

使用情報の作成は，適格者に任せなければならない。組織は，そのコンテンツ作成プロセスを分析し，

所定の結果を得るため実施する作業を洗い出し，これらの作業を滞りなく実施するために必要な適格性を

評価し，これらの適格者に作業及び責任を指定することが望ましい。組織の規模から判断して可能であれ

ば，責任を複数の人に割り当てることが望ましい。 

作業及び役割をどの程度差別化できるかは，組織が利用可能なリソースに左右される。場合によっては，

ただ一人が全ての作業をカバーし，また大半の役割及び責任を割り当てられることがある。大きな組織で

は，使用情報作成のチーム又は部門を設けることが可能である。 

10.2 作業関連の適格性 

製品の分かりやすさ及び安全使用を最大限に引き出すために，使用情報に関する作業は適格者に割り当

てなければならない。使用情報の作成は，次の作業関連の適格性を含むことが望ましい。 

a) 対象製品のライフサイクル，対象者（製品の使用者），提供すべき情報及び情報を使用するときの言語

について，調査及び分析を実施する 

b) 情報製品を効率的，効果的かつ一貫した方法で開発する標準プロセス及び方法を開発する 

c) 使用情報の配布のためのコンテンツ戦略及び媒体コンセプトを策定し，適切なコンテンツ構造，テン

プレート，及びスタイルを定義する。既存の情報製品が有効で，最新のものであることを確認する 

d) 例えば，コンテンツ管理，情報管理の必要なイネーブリングシステムを実装する 
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注記 イネーブリングシステム（enabling system）とは，ライフサイクルのステージにおいては対象シス

テムを支援するが，運用中はその機能に直接的に寄与するとは限らないシステムのことである

（JIS X 0170:2025 の 3.15 を参照）。 

e) 対象製品の開発者から安全に関する情報を収集する 

f) 安全に関する情報を含めて，文書又は音声映像による内容を開発する 

g) 使用情報の校正及び校閲を実施する 

h) 情報管理プロセスの効率及び有効性を高めるために，適切な方法及びツールを使用する 

i) 使用情報の翻訳及び現地語化を体系化する 

j) 正式かつ機能的な品質及びユーザビリティ規格及び基準に従って，使用情報を承認し，テストし，内

容の正確性を確認する 

k) 出力媒体又は説明アプリケーションを作成し，使用情報を配布可能な状態にする 

l) ウェブサイト統計，経験的テスト及びソーシャルメディアフィードバックのような適切な方法及びツ

ールによって，対象者が，使用情報から便益を受ける方法を分析する 

m) リーダーシップを示し，プロジェクトプランを作成し，サービスプロバイダを管理し，供給者組織内

の開発者及び顧客対応者と連絡をとる。 

 

使用情報に責任のある適格者には，情報作成プロセス内の指定された役割を割り当てられることが望ま

しい。 

10.3 熟練度のレベル 

10.3.1 一般 

様々な熟練度のレベルを識別することが望ましい。次の細分箇条に，熟練度レベルに関する典型的なス

キームを示す。 

10.3.2 熟練度レベル 1 

熟練度レベル 1 の責任は，情報構造を定義し，かつ情報を開発又は更新をするために関連規格を使用及

び適用することを含むことが望ましい。これには，次の全ての事項が含まれる。 

a) 作業分野における広範囲の理論的及び事実に基づく知識 

b) 特定の問題に対して解決策を見つける一連の認識及び実務的技能 

c) 作業を達成する責任を引き受ける能力 

d) 問題解決に際して，自らのふるまいを関連状況に適合させる適応能力 

10.3.3 熟練度レベル 2 

熟練度レベル 2 の責任は，該当する目的及び分野を考慮して，情報製品に対する要求事項を決定する能

力を含むことが望ましい。これには，次の全ての事項が含まれる。 

a) 広範囲の専門家としての理論的及び事実に基づく作業分野における知識，並びにこの知識の限界の認

識 

b) 抽象的な問題に対して創造的な解決策を案出するための，広範な認知的及び実践的技能などの実務的

能力 

c) 作業状況に関する指針は広く知られても，それでも変化する可能性を持つのが一般的であるが，その

指針の範囲内で自立的に行動する能力。 
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d) 他の人の日常業務を監督し，その業務を査定及び改善するための一定の責任を引き受けること 

10.3.4 熟練度レベル 3 

熟練度レベル 3 の責任は，情報作成のプロセス管理能力，コンテンツ戦略の開発能力，該当規格及び方

針に対する適合について責任を負う能力，並びに情報開発チームを導く能力を含むことが望ましい。これ

には，次の全ての事項が含まれる。 

a) 作業分野の先進的知識（理論及び原理に関する大きな理解を含む） 

b) 先進的技能，熟達及び革新の実証のような，作業の専門分野における複雑で予見不可能な問題点の解

決に必要な実務的能力 

c) 予見不可能な作業状況における意思決定，並びに個々人及びグループの専門的開発を管理する責任を

担い，複雑な技術的又は専門的活動又はプロジェクトを管理する能力 

10.4 翻訳者の適格性 

使用情報が原語から対象言語に翻訳される場合，チェック及び校正を含め，翻訳に対して，適格性のあ

る翻訳者又は言語専門家が責任をもたなければならない。 

翻訳者は，10.3.2 のような基本的な適格性を有し，また原語及び対象言語の両方に流暢であることが望

ましい。翻訳者は，対象言語を母国語とし，製品の種類及び製品固有の用語に精通していることが望まし

い。 
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附属書 A 
（参考） 
評価の手引 

A.1 一般 

附属書 A は，この規格の要求事項の達成を評価するための方法に関する手引を提供する。4.1 に記載し

ているように，この規格の要求事項は 2 種類あり，次の方法を用いて査定してよい。 

a) 使用情報に関する要求事項の達成 

1) 網羅性チェック 

2) 有効性の検査（机上チェック） 

3) 経験的有効性チェック 

b) 情報管理プロセスに関する要求事項の達成 

1) プロセス査定  

2) 適格性査定 

注記 法的チェック並びに，内部文書類及び製品固有の規格との適合のチェックも有用なことがある。

対象製品が市場出荷されている法域における内部製品文書類の保持に関する法的要求事項は，検

索すること，及び査定することが可能である。この結果として，トレーサビリティのある要求事

項のリストが得られ，これらの要求事項に基づいて使用情報を査定することが可能になる。 

A.2 特定の製品を対象とする使用情報に関する要求事項が満たされているかの査定 

A.2.1 網羅性チェック 

箇条 7 の要求事項の達成は，適切な資格及び経験のある者が，使用情報に要求内容が含まれているかど

うかを査定する，網羅性チェックを実施して査定することが望ましい。箇条 7 の何らかの要求事項が対象

製品に適用されない場合，評価記録には理由を付けてその旨を明記することが望ましい。例えば，製品の

重量を規定すべきという要求事項は，ダウンロードしたソフトウェアには適用されない。このような要求

事項の場合，結果は N/A （該当せず）としてよい。 

A.2.2 有効性の検査（机上チェック） 

使用情報の構造，媒体及び形式に関する箇条 8 並びに箇条 9 の要求事項の達成は，適切に資格を与えら

れた，経験のある人が評価することが望ましい。ある特定の要求事項の達成が不完全であるが，全体とし

ては，使用情報が箇条 8 及び箇条 9 を満たしていると判断される場合，箇条 5 の原則を引用して，記録に

おいて理由を説明することが望ましい。 

A.2.3 経験的有効性チェック 

使用情報が対象者にとって効果的であることを実証するために，経験的証拠を使用することが望ましい。

経験的方法の例については，表 1 を参照。 

経験的有効性チェックは，対象製品と共に，使用情報のユーザビリティテストとして設計することが望

ましい。製品の複雑さがユーザビリティテストの実施を困難にする場合，経験的有効性チェックは，専門

家が対象製品とともに使用情報に従って，またこれを理解して行うことが可能である。 
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A.2.4 有用な追加チェック 

A.2.4.1 残留リスクチェック 

使用情報は，製品のリスクアセスメントからの残留リスクが対処されているかどうかを判定するために

評価することが望ましい。例えば，使用情報が適切なハザード警告を含んでいるかどうかを検査すること

が望ましい。 

A.2.4.2 製品固有の規格のチェック 

使用情報は，関連する製品固有の安全規格に適合することが望ましい。 

関連する製品固有の安全規格を事前に調査して，評価することが望ましい。トレーサビリティのある要

求事項のリストを作成することが望ましい。次に，使用情報を，要求事項のリストに基づいて査定するこ

とが望ましい。 

使用情報を比較した対象である関連する製品固有の規格の調査及び評価の記録を作成し，保持すること

が望ましい。 

A.3 情報管理プロセスについての要求事項の達成の評価 

A.3.1 プロセス評価 

箇条 6 の要求事項の達成は，適切に資格を与えられた，経験のある人が評価することが望ましい。評価

の記録では，情報管理のプロセスが，この規格の要求事項を満たしているという証拠を提供することが望

ましい。 

プロセスが変更されたときは，プロセス評価を繰り返すことが望ましい。 

評価の方法には，アンケート，管理者及びその他の責任者との面談，関連する情報システムからの制作

物へのアクセス及び内部文書類の検査を含むことが可能である。 

注記 JIS X 33001 は，プロセスアセスメントの要求事項を示している。 

A.3.2 適格性評価 

使用情報の作成を担当したテクニカルライタの適格性（チェック及び校正を含む）を評価することが望

ましい。適格性評価を，プロセス評価と一緒に実施することが合理的である。評価では，面談，教育又は

経験を示す文書化された証拠，継続的教育訓練証明書及び関連トピックに関するテクニカルライタの継続

的教育訓練を示す教育訓練計画を考慮することが望ましい。 

A.4 評価実施の手引 

A.4.1 評価の結果及び是正処置 

評価の各部分の結果は，要求事項の達成の全体的判定及び，次に分類するような，必要とみなされた是

正処置のリストと一緒に文書化することが望ましい。 

1) 達成されていないか，又は部分的に達成されている要求事項の個別の所見 

2) 使用情報及びプロセスを改善するための勧告。 

評価は，適切な資格及び経験をもつ人が，要求事項を達成していると主張できるかどうかをその主張の
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範囲（使用情報，有効期間及び組織）とともに明確に述べて終了するのが望ましい。 

A.4.2 類似使用情報の評価（授与評価） 

使用情報は，評価することが望ましい。既に評価されて合格となった情報製品とレイアウトが類似して

いる情報製品は，次の場合，この規格の要求事項を達成しているとみなしてもよい。 

a) 各対象製品の使用情報の全ての部分について，正確性及び網羅性に関して適切な評価が実施されてい

る 

b) 使用情報を作成するために組織が確立したプロセスが，満足のいくものと評価された 

c) （ページ及び文書の）レイアウトが，自動レイアウトプロセスによって保護されている 

d) 類似情報製品の適切なサンプルのレイアウトが評価された。 

レイアウトが自動レイアウトプロセスによって保護されている場合は，全ての個別の情報製品のレイア

ウトを評価する必要はない。この場合，類似情報製品の適切なサンプルのレイアウトを評価することが望

ましい。 
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[48] JIS Z 8051:2015 安全側面－規格への導入指針 
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[59] IEC Guide 108, Guidelines for ensuring the coherency of IEC publications – Application of horizontal 

standards 
[60] JIS Z 8521:2020 人間工学－人とシステムとのインタラクション－ユーザビリティの定義及び概
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★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは，当協会の電子メール（E-mail:sd@jsa.or.jp），
又は TEL［(050)1742-6017］にお願いいたします。お問合せにお答えするには，関係先への確認

等が必要なケースがございますので，多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承

ください。 
★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は，次の要領でご案内いたします。 
（1）日本規格協会グループの Webdesk（https://webdesk.jsa.or.jp/）に，正誤票（PDF 版，ダウン

ロード可）を掲載いたします。 
（2）当協会の JIS 追録会員の方には，お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行された

場合，お送りいたします。 
★JIS 規格票のご注文は，日本規格協会グループの Webdesk（https://webdesk.jsa.or.jp/）をご利用

ください。 
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